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〔
省

令
〕

〇
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
財
務
五
九
）

〇
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係

省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
厚
生
労
働
七
九
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
件

（
総
務
二
七
〇
）

〇
公
証
人
法
第
七
条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
の
件
（
法
務
一
一
〇
）

〇
動
物
の
衛
生
及
び
検
疫
に
お
け
る
協
力
に

関
す
る
日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国

政
府
と
の
間
の
協
定
の
署
名
及
び
効
力
発

生
に
関
す
る
件
（
外
務
二
八
二
）

〇
返
納
を
命
じ
た
旅
券
を
無
効
と
す
る
件

（
同
二
八
三
）

〇
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

（
農
林
水
産
一
一
七
二
）

〇
輸
入
業
者
の
住
所
及
び
肥
料
の
名
称
の
変

更
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
件

（
同
一
一
七
三
）

〇
肥
料
の
登
録
が
失
効
し
た
件

（
同
一
一
七
四
）

〇
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
十
七
条
第
三

項
及
び
第
三
十
九
条
の
二
十
六
第
三
項
に

定
め
る
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
農
業

協
同
組
合
又
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会
を

指
定
す
る
等
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
一
一
七
五
、
一
一
七
六
）

〇
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ

る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法

律
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
を
指
定
す
る
件

（
経
済
産
業
一
一
九
）

〇
航
路
標
識
に
関
す
る
件

（
海
上
保
安
庁
一
九
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
六
〇
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
四
国
地
方
整
備
局
四
四
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣
府

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

法
務
省

会
計
検
査
院

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

〇
ス
リ
ラ
ン
カ
民
主
社
会
主
義
共
和
国
に
お

け
る
腐
敗
防
止
制
度
の
確
立
を
通
じ
た
腐

敗
行
為
訴
追
推
進
計
画
の
た
め
の
贈
与
に

関
す
る
日
本
国
政
府
と
国
際
連
合
開
発
計

画
と
の
間
の
書
簡
の
交
換
に
関
す
る
件

（
同
二
八
四
）

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

指
定
保
安
検
査
機
関
の
指
定
に
関
す
る
公
示

（
中
国
四
国
産
業
保
安
監
督
部
）

北
陸
地
方
整
備
局
公
示（
北
陸
地
方
整
備
局
）

四
国
地
方
整
備
局
公
示（
四
国
地
方
整
備
局
）

労

働

最
低
工
賃
の
改
正
決
定
に
関
す
る
公
示

（
茨
城
労
働
局
最
低
工
賃
公
示
一
）

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
等

に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
承
認

を
し
た
件
（
法
務
省
告
示
配
七
五
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁金

融
商
品
取
引
業
者
営
業
保
証
金
取
戻

し
、
有
権
者
申
出
方
、
旅
券
法
第
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
旅
券

の
返
納
命
令
に
関
す
る
通
知
関
係

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、
再
生

関
係

会
社
そ
の
他





省

令

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省

令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
船
員
保
険
の
介
護
料
の
額
に
関
す
る
経
過
措

置
）

（
船
員
保
険
の
介
護
料
の
額
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
一
条
の
二

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等

及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年

政
令
第
二
百
九
十
六
号
。
次
項
に
お
い
て
「
整
備

政
令
」
と
い
う
。）第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
三
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
た
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船

員
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
船
員
保

第
一
条
の
二

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等

及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
一
年

政
令
第
二
百
九
十
六
号
。
次
項
に
お
い
て
「
整
備

政
令
」
と
い
う
。）第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規

定
す
る
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
三
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ

れ
た
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船

員
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
船
員
保

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
介
護
に
要
す

る
費
用
の
支
出
に
関
す
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額

一

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
介
護
に
要
す

る
費
用
の
支
出
に
関
す
る
区
分
に
応
じ
、
当
該

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額

イ

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を

支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合

（
ロ
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。）
そ
の
月

に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出

さ
れ
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
八
万
六
千

五
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
十
八
万
六
千
五

十
円
と
す
る
。）

イ

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を

支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合

（
ロ
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。）
そ
の
月

に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出

さ
れ
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
十
七
万
七
千

九
百
五
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
十
七
万
七

千
九
百
五
十
円
と
す
る
。）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

険
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額

と
し
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保

険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
船
員
保
険
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。）第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗
じ
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
率
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
第
二
号
に

掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

険
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額

と
し
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保

険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
船
員
保
険
法
施
行
規

則
」
と
い
う
。）第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗
じ
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
率
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
第
二
号
に

掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
整
備
政
令
第
五
十
七
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
旧
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額

と
し
て
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
六
条
ノ

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗
じ
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
項
第
一
号
イ
中
「
十
八
万
六
千
五
十

円
」
と
あ
る
の
は
「
九
万
二
千
九
百
八
十
円
」と
、

同
号
ロ
及
び
ハ
中
「
八
万
五
千
四
百
九
十
円
」
と

あ
る
の
は
「
四
万
二
千
七
百
円
」
と
、
同
項
第
二

号
中
「
第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
七
十
六
条
ノ
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
整
備
政
令
第
五
十
七
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
改
正
法
附
則
第
三
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
旧
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
料
の
月
額

と
し
て
旧
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第
七
十
六
条
ノ

三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
乗
じ
る
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
前
項
第
一
号
イ
中
「
十
七
万
七
千
九
百

五
十
円
」
と
あ
る
の
は「
八
万
八
千
九
百
八
十
円
」

と
、
同
号
ロ
及
び
ハ
中「
八
万
五
千
四
百
九
十
円
」

と
あ
る
の
は
「
四
万
二
千
七
百
円
」
と
、
同
項
第

二
号
中
「
第
七
十
六
条
ノ
三
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
七
十
六
条
ノ
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
附
則
第
一
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る

介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

〇
財
務
省
令
第
五
十
九
号

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
法

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日

財
務
大
臣

加
藤

勝
信

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

法
第
八
十
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
登
記
の
申
請
書
に
、
当
該
登
記
が
同
項
の

規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
経
済
産
業
大
臣
の
証
明
書
で
、
当
該
登
記
を
受
け
る
者
が
同
項
に

規
定
す
る
選
定
事
業
者
で
あ
る
こ
と
、
当
該
登
記
を
受
け
る
事
項
が
同
項
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
の
増
加
で
あ
る

こ
と
及
び
当
該
資
本
金
の
額
の
増
加
が
同
項
に
規
定
す
る
選
定
実
施
計
画
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
記
載
が
あ
る

も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

七
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
八
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
九
号

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
六
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雇
用
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





そ
の
他
告
示

令和年月日 金曜日 第号官 報

第
二
条

両
締
約
国
政
府
は
、
動
物
及
び
動
物
由
来
の
製
品
の
安

全
な
取
引
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
病
原
体

に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
動
物
、
動
物

由
来
の
製
品
、
飼
料
、
梱
包
、
容
器
及
び
他
の
媒
介
物
の

輸
入
、
輸
出
又
は
通
過
か
ら
生
ず
る
動
物
の
伝
染
性
疾
病

の
国
境
を
越
え
る
ま
ん
延
か
ら
自
国
を
保
護
す
る
た
め
、

国
境
を
越
え
る
動
物
の
疾
病
の
管
理
に
お
け
る
協
力
の
た

め
の
制
度
を
改
善
す
る
。

第
三
条

こ
の
協
定
の
実
施
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
権
限
の
あ
る

当
局
は
、
次
の
も
の
と
す
る
。

⒜

中
華
人
民
共
和
国
に
つ
い
て
は
、
農
業
農
村
部
及

び
海
関
総
署

⒝

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省

第
四
条

１

両
締
約
国
政
府
は
、
日
本
国
農
林
水
産
省
及
び
中
華

人
民
共
和
国
農
業
農
村
部
が
、動
物
衛
生
当
局
と
し
て
、

こ
の
協
定
の
枠
組
み
の
下
で
、
動
物
の
衛
生
に
関
す
る

協
力
覚
書
そ
の
他
の
文
書
に
つ
い
て
交
渉
し
、
及
び
こ

れ
に
署
名
す
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
認
め
る
。

２

両
締
約
国
政
府
は
、
日
本
国
農
林
水
産
省
及
び
中
華

人
民
共
和
国
海
関
総
署
が
、
輸
入
及
び
輸
出
に
関
す
る

動
物
の
検
疫
を
行
う
規
制
当
局
と
し
て
、
こ
の
協
定
の

枠
組
み
の
下
で
、
動
物
、
動
物
由
来
の
製
品
及
び
飼
料

の
輸
入
、
輸
出
及
び
通
過
の
た
め
の
動
物
の
衛
生
及
び

検
疫
の
要
件
に
関
す
る
協
力
覚
書
そ
の
他
の
文
書
に
つ

い
て
交
渉
し
、
及
び
こ
れ
に
署
名
す
る
こ
と
並
び
に
関

連
す
る
動
物
衛
生
証
明
書
の
見
本
を
確
認
し
、
及
び
交

換
す
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
認
め
る
。

３

１
及
び
２
に
規
定
す
る
署
名
さ
れ
た
協
力
覚
書
そ
の

他
の
文
書
は
、
こ
の
協
定
に
従
っ
て
誠
実
に
実
施
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

１

一
方
の
締
約
国
政
府
の
国
か
ら
他
方
の
締
約
国
政
府

の
国
に
輸
出
さ
れ
る
動
物
、
動
物
由
来
の
製
品
及
び
飼

料
に
つ
い
て
は
、
輸
入
国
の
動
物
の
衛
生
及
び
検
疫
に

関
す
る
法
令
及
び
規
則
並
び
に
前
条
に
規
定
す
る
協
力

覚
書
そ
の
他
の
文
書
に
従
う
。

２

両
締
約
国
政
府
は
、
輸
入
締
約
国
政
府
が
輸
出
締
約

国
政
府
の
規
制
当
局
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
た
動
物
衛
生

証
明
書
を
求
め
る
場
合
に
は
、
１
に
規
定
す
る
輸
出
さ

れ
る
動
物
、
動
物
由
来
の
製
品
及
び
飼
料
に
当
該
動
物

衛
生
証
明
書
の
原
本
が
添
付
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す

る
。

３

２
に
規
定
す
る
動
物
衛
生
証
明
書
の
技
術
的
な
様
式

に
つ
い
て
は
、
前
条
２
に
規
定
す
る
規
制
当
局
が
協
議

を
通
じ
て
相
互
に
合
意
す
る
。

４

輸
入
締
約
国
政
府
は
、
輸
入
国
の
動
物
の
衛
生
及
び

検
疫
に
関
す
る
法
令
及
び
規
則
並
び
に
前
条
に
規
定
す

る
協
力
覚
書
そ
の
他
の
文
書
に
従
い
、
輸
出
締
約
国
政

府
の
国
か
ら
輸
入
す
る
動
物
、
動
物
由
来
の
製
品
、
飼

料
、
梱
包
、
容
器
及
び
他
の
媒
介
物
に
つ
い
て
検
疫
を

行
う
権
利
を
有
す
る
。
輸
入
締
約
国
政
府
は
、
問
題
を

探
知
し
た
場
合
に
は
、
積
荷
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
外

国
の
動
物
の
疾
病
、
寄
生
虫
及
び
有
害
な
物
質
の
侵
入

を
防
ぐ
た
め
に
、
検
疫
に
係
る
処
置
を
実
施
し
、
又
は

制
限
的
な
措
置
を
採
用
す
る
権
利
を
有
す
る
。

５

輸
入
締
約
国
政
府
は
、
検
疫
の
対
象
と
な
る
品
目
が

病
原
体
そ
の
他
病
害
虫
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
判
明

し
た
場
合
又
は
検
疫
の
対
象
と
な
る
品
目
が
自
国
の
動

物
検
疫
に
関
す
る
法
令
及
び
規
則
の
要
件
を
満
た
し
て

い
な
い
場
合
に
は
、
適
時
に
輸
出
締
約
国
政
府
に
通
報

す
る
。

第
六
条

両
締
約
国
政
府
は
、
次
の
こ
と
に
よ
り
、
動
物
、
動
物

由
来
の
製
品
、
飼
料
、
梱
包
、
容
器
及
び
他
の
媒
介
物
の

取
引
に
つ
い
て
の
行
政
及
び
科
学
技
術
に
関
す
る
情
報
交

換
に
係
る
協
力
を
円
滑
に
す
る
。

⒜

自
国
内
で
生
ず
る
次
の
事
案
の
詳
細
に
つ
い
て
、

適
時
に
相
互
に
通
報
す
る
こ
と
。

国
際
獣
疫
事
務
局
が
通
報
の
対
象
と
し
て
い
る

疾
病
及
び
感
染
の
最
初
の
発
生
又
は
再
発

国
際
獣
疫
事
務
局
が
通
報
の
対
象
と
し
て
い
る

疾
病
の
新
型
の
病
原
体
の
最
初
の
発
生

国
際
獣
疫
事
務
局
が
通
報
の
対
象
と
し
て
い
る

疾
病
に
係
る
分
布
、
発
生
率
又
は
致
死
率
の
突
然

か
つ
予
想
外
の
増
加

⒝

自
国
内
で
発
生
し
た
国
際
獣
疫
事
務
局
が
通
報
の

対
象
と
し
て
い
る
他
の
動
物
の
伝
染
性
疾
病
に
関
す

る
半
年
ご
と
の
公
式
報
告
書
を
交
換
す
る
こ
と
。

⒞

隣
接
す
る
国
に
お
い
て
発
生
し
た
国
際
獣
疫
事
務

局
が
通
報
の
対
象
と
し
て
い
る
疾
病
の
侵
入
を
防
ぐ

た
め
に
実
施
し
た
防
止
及
び
管
理
の
た
め
の
措
置
に

つ
い
て
相
互
に
通
報
す
る
こ
と
。

⒟

二
国
間
の
取
引
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
動
物
の
衛
生
に
関
す
る

措
置
を
把
握
し
、
及
び
こ
の
よ
う
な
措
置
の
同
等
性

を
確
保
す
る
た
め
、
動
物
の
衛
生
に
関
す
る
行
政
及

び
運
営
に
係
る
協
力
及
び
経
験
の
共
有
を
実
施
す
る

こ
と
。

⒠

セ
ミ
ナ
ー
等
の
手
段
を
通
じ
て
、
動
物
の
健
康
、

獣
医
公
衆
衛
生
、
輸
出
入
の
際
の
検
査
及
び
検
疫
、

動
物
の
個
体
識
別
並
び
に
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
並

び
に
動
物
の
健
康
に
お
け
る
薬
剤
耐
性
に
関
す
る
技

術
的
な
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
。

⒡

動
物
の
検
疫
及
び
衛
生
の
分
野
に
お
け
る
法
令
及

び
規
則
に
関
す
る
官
報
そ
の
他
の
出
版
物
を
交
換
す

る
こ
と
。

⒢

獣
医
分
野
に
お
け
る
診
断
方
法
及
び
ワ
ク
チ
ン
の

研
究
開
発
に
お
い
て
協
力
す
る
こ
と
。

第
七
条

両
締
約
国
政
府
は
、
前
条
⒜
か
ら
⒢
ま
で
に
規
定
す
る

協
力
の
実
施
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
令
及
び
両

締
約
国
政
府
間
で
効
力
を
有
す
る
適
用
可
能
な
国
際
協
定

に
従
っ
て
、
著
作
権
、
特
許
そ
の
他
の
知
的
財
産
を
保
護

す
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九

号
）
第
五
十
九
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

一

名

称

令
和
七
年
度
東
テ
ィ
モ
ー
ル

民
主
共
和
国
に
対
す
る
能
力

構
築
支
援
（
施
設
及
び
施
設

機
械
整
備
）
派
遣
事
業
参
加

部
隊

二

国
外
派
遣
期
間

令
和
七
年
八
月
四
日
か
ら
令

和
七
年
九
月
二
十
六
日
ま
で

三

派
遣
人
数
（
概
数
）

十
七
人
程
度

四

派

遣

地

域

東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
主
共
和
国

〇
法
務
省
告
示
第
百
十
号

公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
七

条
ノ
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
公
証
人
に

電
磁
的
記
録
に
関
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
。

こ
の
告
示
は
、
告
示
の
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日

法
務
大
臣

鈴
木

馨
祐

東
京
法
務
局
所
属

髙
宮

健
二

横
浜
地
方
法
務
局
所
属

石
川
さ
お
り

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
所
属

森
田

邦
郎

千
葉
地
方
法
務
局
所
属

松
谷

佳
樹

大
阪
法
務
局
所
属

内
田

耕
平

京
都
地
方
法
務
局
所
属

橋
本

都
月

〇
外
務
省
告
示
第
二
百
八
十
二
号

令
和
元
年
十
一
月
二
十
五
日
に
東
京
で
署
名
さ
れ
た
動

物
の
衛
生
及
び
検
疫
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
日
本
国
政

府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
に
つ
い
て
、

我
が
国
は
、
同
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ

る
国
内
手
続
が
完
了
し
た
こ
と
を
令
和
七
年
六
月
二
十
日

に
通
告
し
、
中
華
人
民
共
和
国
は
こ
れ
を
同
日
に
受
領
し

た
。
中
華
人
民
共
和
国
は
、
同
協
定
の
効
力
発
生
の
た
め

に
必
要
と
さ
れ
る
国
内
手
続
が
完
了
し
た
こ
と
を
通
告

し
、
我
が
国
は
こ
れ
を
令
和
七
年
七
月
十
一
日
に
受
領
し

た
。
よ
っ
て
、
同
協
定
は
、
そ
の
第
十
条
１
の
規
定
に
従

い
、
令
和
七
年
七
月
十
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
。

令
和
七
年
八
月
一
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

動
物
の
衛
生
及
び
検
疫
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る

日
本
国
政
府
と
中
華
人
民
共
和
国
政
府
と
の
間
の

協
定

日
本
国
政
府
及
び
中
華
人
民
共
和
国
政
府
（
以
下
「
両

締
約
国
政
府
」
と
い
う
。）は
、

動
物
の
衛
生
及
び
検
疫
の
分
野
に
お
け
る
二
国
間
の
協

力
の
た
め
に
両
国
の
環
境
を
改
善
す
る
こ
と
を
希
望
し
、

動
物
の
伝
染
性
疾
病
の
国
境
を
越
え
る
ま
ん
延
を
防
止

す
る
た
め
の
取
組
を
強
化
す
る
こ
と
を
希
望
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
農
業
、
畜
産
業
、
漁
業
及
び
公
衆
衛

生
を
保
護
す
る
こ
と
を
意
図
し
、

相
互
主
義
に
基
づ
く
両
締
約
国
政
府
間
の
公
正
か
つ
衡

平
な
友
好
関
係
が
こ
れ
ら
の
目
的
に
資
す
る
こ
と
を
認
識

し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

こ
の
協
定
の
適
用
上
、

⒜

「
動
物
」
と
は
、
家
畜
、
家
き
ん
、
鳥
獣
類
、
魚

類
、
え
び
類
、
か
に
類
、
貝
類
、
蜂
そ
の
他
の
飼
養

さ
れ
て
い
る
又
は
野
生
の
動
物
を
い
う
。

⒝

「
動
物
由
来
の
製
品
」
に
は
、
動
物
に
由
来
す
る

肉
、
原
皮
、
原
毛
、
羽
毛
、
臓
器
、
脂
肪
、
血
液
、

精
液
、
卵
子
、
受
精
卵
、
骨
、
ひ
づ
め
、
頭
、
角
及

び
け
ん

並
び
に
乳
及
び
卵
を
含
む
。

⒞

「
動
物
衛
生
証
明
書
」
と
は
、
国
際
獣
疫
事
務
局

の
証
明
書
の
ひ
な
型
に
倣
っ
て
作
成
さ
れ
る
有
効
な

文
書
で
あ
っ
て
、
検
疫
の
対
象
と
な
る
動
物
、
動
物

由
来
の
製
品
又
は
他
の
品
目
の
健
康
状
態
又
は
衛
生

状
態
に
関
し
て
動
物
の
検
疫
に
係
る
当
局
が
交
付
す

る
も
の
を
い
う
。





令和年月日 金曜日 第号官 報

第
八
条

１

各
締
約
国
政
府
は
、
自
己
の
利
用
可
能
な
予
算
上
の

財
源
の
範
囲
内
で
、
次
の
活
動
の
費
用
を
負
担
す
る
。

⒜

動
物
の
検
疫
及
び
動
物
の
衛
生
管
理
に
関
す
る
自

国
政
府
の
代
表
団
の
訪
問
（
動
物
の
検
疫
及
び
動
物

の
衛
生
管
理
の
実
施
又
は
運
営
上
の
経
験
の
共
有
に

関
す
る
訪
問
を
含
む
。）

⒝

セ
ミ
ナ
ー
及
び
他
の
科
学
分
野
の
会
議
へ
の
自
国

政
府
の
専
門
家
又
は
研
究
者
の
派
遣

２

各
締
約
国
政
府
は
、
情
報
、
官
報
及
び
出
版
物
を
他

方
の
締
約
国
政
府
に
送
付
す
る
費
用
を
負
担
す
る
。

３

１
及
び
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
締
約
国
政
府

は
、
こ
の
協
定
の
範
囲
内
の
活
動
に
つ
い
て
の
資
金
に

関
す
る
取
決
め
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条

１

こ
の
協
定
の
解
釈
又
は
実
施
か
ら
生
ず
る
紛
争
は
、

外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
両
締
約
国
政
府
間
の
協
議
に

よ
っ
て
解
決
す
る
。

２

第
四
条
に
規
定
す
る
協
力
覚
書
そ
の
他
の
文
書
の
解

釈
又
は
実
施
か
ら
生
ず
る
紛
争
は
、
第
三
条
に
規
定
す

る
権
限
の
あ
る
当
局
の
間
の
協
議
に
よ
っ
て
解
決
す

る
。
権
限
の
あ
る
当
局
の
間
の
協
議
に
よ
っ
て
当
該
紛

争
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
紛

争
は
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
両
締
約
国
政
府
間
の

協
議
に
よ
っ
て
解
決
す
る
。

第
十
条

１

こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
が
こ
の
協
定
の
効
力

発
生
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上

の
手
続
が
完
了
し
た
こ
と
を
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て

書
面
に
よ
り
相
互
に
通
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
通

告
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
方
の
通
告
が
受
領
さ
れ
た
日

に
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
協
定
は
、
両
締
約
国
政
府
に

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
関
係

法
令
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。

２

こ
の
協
定
は
、
無
期
限
に
効
力
を
有
す
る
。
い
ず
れ

の
締
約
国
政
府
も
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
他
方
の

締
約
国
政
府
に
対
し
書
面
に
よ
り
こ
の
協
定
の
終
了
の

通
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
こ
の

協
定
は
、
終
了
の
通
告
が
受
領
さ
れ
た
日
の
後
六
箇
月

の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

第
十
一
条

こ
の
協
定
は
、
他
の
国
際
協
定
、
条
約
及
び
議
定
書
に

基
づ
く
各
締
約
国
政
府
の
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
は
な
い
。

第
十
二
条

こ
の
協
定
の
改
正
は
、
両
締
約
国
政
府
間
の
書
面
に
よ

る
合
意
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
し
、
第
十
条
１
に
規

定
す
る
手
続
と
同
様
の
手
続
に
従
っ
て
効
力
を
生
ず
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正

当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
協
定
に
署
名
し
た
。

二
千
十
九
年
十
一
月
二
十
五
日
に
東
京
で
、
ひ
と
し
く

正
文
で
あ
る
日
本
語
、
中
国
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二

通
を
作
成
し
た
。
解
釈
に
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
英
語

の
本
文
に
よ
る
。

日
本
国
政
府
の
た
め
に

横
井
裕

中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
た
め
に

孔
鉉
佑

１
登
録
番
号
、
肥
料
の
種
類
及
び
名
称
並
び
に
生
産
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
登
録
外
国
生
産
業
者
及
び
国
内
管
理
人

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

有
効
期
間
が
令
和
10年
６
月
24日
と
な
っ
た
も
の

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

氏
名
又
は
名
称

住
所

生
第
66066号

化
成
肥
料

エ
ー
コ
ー
プ
苦
土
尿
素
入

り
複
合
硫
加
燐
安
S 380

ホ
ク
レ
ン
肥
料
株
式
会

社
北
海
道
札
幌
市
中
央
区
北

４
条
西
１
丁
目
１
番
地

生
第
66068号

化
成
肥
料

エ
ー
コ
ー
プ
苦
土
入
り
複

合
硝
加
燐
安
S 121

ホ
ク
レ
ン
肥
料
株
式
会

社
北
海
道
札
幌
市
中
央
区
北

４
条
西
１
丁
目
１
番
地

生
第
66095号

液
状
肥
料

ほ
う
素
入
り
液
状
複
合
肥

料
K

７

ラ
サ
晃
栄
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田

二
丁
目
６
番
８
号

生
第
66136号

化
成
肥
料

マ
ル
ナ
カ
複
合
肥
料
ユ
ー

キ
ペ
レ
1257

中
部
飼
料
株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦

二
丁
目
13番
19号

生
第
81649号

化
成
肥
料

ジ
シ
ア
ン
・
マ
ン
ガ
ン
ほ

う
素
有
機
入
り
化
成
肥
料

20010号

エ
ム
シ
ー
・
フ
ァ
ー

テ
ィ
コ
ム
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一

丁
目
10番
地

生
第
81655号

化
成
肥
料

苦
土
入
り
M
A
M
オ
ー
ル

マ
イ
テ
ィ
280号

福
栄
肥
料
株
式
会
社

兵
庫
県
尼
崎
市
昭
和
南
通

３
丁
目
26番
地

生
第
81658号

液
状
肥
料

東
商
尿
素
有
機
入
り
液
状

複
合
肥
料
芝
ド
ク
タ
ー
L

（
鉄
添
加
）

株
式
会
社
東
商

静
岡
県
焼
津
市
本
中
根

350番
地
の
１

生
第
81667号

汚
泥
肥
料

ハ
ー
ト
ア
ー
ス
生
地

株
式
会
社
吉
永
商
会

熊
本
県
水
俣
市
月
浦
54番

地
の
110

生
第
85128号

化
成
肥
料

く
み
あ
い
有
機
入
り
化
成

966
セ
ン
ト
ラ
ル
化
成
株
式

会
社

山
口
県
宇
部
市
大
字
沖
宇

部
5254番

地
の
７

生
第
85133号

化
成
肥
料

腐
植
酸
・
有
機
入
り
エ
ー

ス
795

サ
ン
ア
グ
ロ
株
式
会
社
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小

網
町
17番
10

生
第
85141号

液
状
肥
料

海
藻
エ
キ
ス
入
り
液
体
肥

料
２
号

株
式
会
社
ア
イ
ム

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町

大
島
291番

地
生
第
85142号

液
状
肥
料

海
藻
エ
キ
ス
入
り
液
体
肥

料
３
号

株
式
会
社
ア
イ
ム

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
杉
戸
町

大
島
291番

地
生
第
85148号

液
状
肥
料

M
S 
Z
E
R
O

双
葉
肥
料
株
式
会
社

静
岡
県
静
岡
市
清
水
区
長

崎
167番

地
生
第
85157号

汚
泥
肥
料

し
ほ
ろ
h
i

士
幌
町
農
業
協
同
組
合
北
海
道
河
東
郡
士
幌
町
字

士
幌
西
二
線
159番

地
生
第
85158号

汚
泥
肥
料

マ
モ
ル
パ
ワ
ー

株
式
会
社
イ
シ
イ
機
械

リ
ー
ス

北
海
道
紋
別
郡
雄
武
町
字

雄
武
67番
地
の
12

生
第
85160号

汚
泥
肥
料

マ
イ
ク
ロ
バ
ラ
ン
ス

株
式
会
社
栄
光
通
商

茨
城
県
水
戸
市
杉
崎
町

1263番
地
の
１

生
第
88093号

化
成
肥
料

く
み
あ
い
化
成
肥
料
13号

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北

一
丁
目
８
番
10号

生
第
88095号

化
成
肥
料

く
み
あ
い
化
成
肥
料
492

号
片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北

一
丁
目
８
番
10号

生
第
88096号

化
成
肥
料

く
み
あ
い
化
成
肥
料
７
号
片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北

一
丁
目
８
番
10号

〇
外
務
省
告
示
第
二
百
八
十
三
号

次
の
旅
券
は
、
旅
券
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
を
期
限
と
し
て
返
納
す
る

よ
う
命
じ
た
が
、
同
期
限
ま
で
に
返
納
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

左
記
冒
頭
に
記
載
の
失
効
年
月
日
に
効
力
を
失
っ
た
。

令
和
七
年
八
月
一
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

記

失
効
年
月
日

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

発
行
年
月
日

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

旅
券
番
号

Ｔ
Ｔ
二
二
八
二
八
七
七

〇
外
務
省
告
示
第
二
百
八
十
四
号

令
和
七
年
七
月
一
日
に
コ
ロ
ン
ボ
で
、
ス
リ
ラ
ン
カ
民

主
社
会
主
義
共
和
国
に
お
け
る
腐
敗
防
止
制
度
の
確
立
を

通
じ
た
腐
敗
行
為
訴
追
推
進
計
画
の
た
め
の
贈
与
に
関
す

る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
国
際
連
合
開
発
計
画
と
の

間
に
行
わ
れ
た
。

１

協
力
の
目
的
及
び
内
容

腐
敗
防
止
制
度
の
確
立
を

通
じ
た
腐
敗
行
為
訴
追
推
進
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
生
産
物
及
び
役
務
の
購
入

２

贈
与
額

三
億
五
千
七
百
万
円

３

署
名
者

日

本

側

磯
俣
秋
男
在
ス
リ
ラ
ン
カ
大

使

国
際
連
合
開
発
計
画
側

久
保
田
あ
ず
さ
在
ス
リ
ラ
ン

カ
事
務
所
代
表

令
和
七
年
八
月
一
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
七
十
二
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十

三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
付
け
を
も
っ
て

次
の
よ
う
に
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎





令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

生第88097号 化成肥料 くみあい化成肥料８号 片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第91187号 化成肥料 シバニードグリーン粒
剤

住友化学園芸株式会
社

東京都中央区日本橋小
網町１番８号

生第91197号 液状肥料 SNZ液肥120号 住化農業資材株式会
社

大阪府大阪市中央区高
麗橋四丁目６番17号

生第91198号 液状肥料 SNZ苦土、マンガン、
ほう素入り硝酸石灰複
合液肥

住化農業資材株式会
社

大阪府大阪市中央区高
麗橋四丁目６番17号

生第91199号 液状肥料 SNZ尿素複合液肥058
号

住化農業資材株式会
社

大阪府大阪市中央区高
麗橋四丁目６番17号

生第91206号 配合肥料 くみあい苦土入り粒状
複合880Cu

ホクレン肥料株式会
社

北海道札幌市中央区北
４条西１丁目１番地

生第91208号 配合肥料 ぼかし元気 株式会社丸藤 北海道美唄市字チャ
シュナイ1017番地112

生第91213号 汚泥肥料 根力 株式会社光コーポ
レーション

福岡県久留米市北野町
金島1546番地

生第93381号 家庭園芸用複
合肥料

ルートダッシュ BS
Type

東海物産株式会社 三重県四日市市高角町
2997番地

生第93382号 汚泥肥料 食品工場汚泥肥料 IF
１号

株式会社イチハラ
フーズ

東京都新宿区白銀町２
番４号白銀町ビル２階

生第93383号 汚泥肥料 まなぶちゃん 株式会社村山コンポ
ストリサイクルセン
ター

山形県村山市大字杉島
230番地の６

生第105309号 化成肥料 ほう素マンガン苦土入
り野菜化成220

九鬼肥料工業株式会
社

三重県四日市市西末広
町４番17号

生第105333号 液状肥料 液状複合肥料1160 有限会社ハイドロ
テック

大阪府和泉市芦部町83
番地

生第105334号 化成肥料 すくすく246号α（ア
ルファ）

清和肥料工業株式会
社

大阪府大阪市中央区備
後町四丁目３番４号

生第105343号 汚泥肥料 パフミン 宇都宮王子紙業株式
会社

栃木県宇都宮市白沢町
592番地

生第105344号 汚泥肥料 パフミン赤 宇都宮王子紙業株式
会社

栃木県宇都宮市白沢町
592番地

生第105348号 汚泥肥料 穂波苑肥料 ふくおか県央環境広
域施設組合

福岡県飯塚市楽市728
番地１

生第105349号 液状肥料 西肥600号 西日本殖産有限会社 熊本県八代市松崎町
159番地１

生第105350号 液状肥料 020複合液肥１号 株式会社生科研 熊本県阿蘇郡西原村大
字鳥子312番地４

生第105359号 家庭園芸用複
合肥料

エード15号 住友化学園芸株式会
社

東京都中央区日本橋小
網町１番８号

生第105363号 化成肥料 三光有機入り野菜化成
050

三光産業株式会社 三重県四日市市西末広
町４番17号

輸第12464号 液状肥料 PK13／14 株式会社大景 神奈川県川崎市宮前区
南野川三丁目22番39号

輸第12465号 液状肥料 BCMDP98 バイケミックジャパ
ン株式会社

東京都中央区日本橋人
形町三丁目６番７号

輸第12471号 家庭園芸用複
合肥料

Aqua Flores A 株式会社大景 神奈川県川崎市宮前区
南野川三丁目22番39号

輸第12472号 家庭園芸用複
合肥料

Aqua Flores B 株式会社大景 神奈川県川崎市宮前区
南野川三丁目22番39号

輸第12473号 家庭園芸用複
合肥料

Aqua Vega A 株式会社大景 神奈川県川崎市宮前区
南野川三丁目22番39号

輸第12474号 家庭園芸用複
合肥料

Aqua Vega B 株式会社大景 神奈川県川崎市宮前区
南野川三丁目22番39号

輸第12475号 家庭園芸用複
合肥料

Coco A 株式会社大景 神奈川県川崎市宮前区
南野川三丁目22番39号

輸第12476号 家庭園芸用複
合肥料

Coco B 株式会社大景 神奈川県川崎市宮前区
南野川三丁目22番39号

輸第105360号 家庭園芸用複
合肥料

Amairo01 甘彩六花株式会社 東京都千代田区平河町
一丁目６番15号

有効期間が令和10年６月25日となったもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 氏名又は名称 住 所
生第76159号 化成肥料 くみあい苦土尿素入り

複合硫加燐安482
片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第76178号 液状肥料 エース１号 有限会社アネット 宮城県遠田郡涌谷町猪
岡短台字大谷地８番地

生第76179号 液状肥料 エース２号 有限会社アネット 宮城県遠田郡涌谷町猪
岡短台字大谷地８番地

生第76180号 液状肥料 エース３号 有限会社アネット 宮城県遠田郡涌谷町猪
岡短台字大谷地８番地

生第76182号 液状肥料 エースリンマグ 有限会社アネット 宮城県遠田郡涌谷町猪
岡短台字大谷地８番地

生第76183号 液状肥料 エースカリリン 有限会社アネット 宮城県遠田郡涌谷町猪
岡短台字大谷地８番地

有効期間が令和10年６月26日となったもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 氏名又は名称 住 所
生第102474号 配合肥料 くみあい尿素苦土炭カ

ル入り粒状複合553
Ca

ホクレン肥料株式会
社

北海道札幌市中央区北
４条西１丁目１番地

生第102475号 化成肥料 アトラス048 セイブサンエー肥料
株式会社

兵庫県尼崎市昭和南通
３丁目26番地松本ビル
内

生第102477号 化成肥料 苦土マンガンほう素有
機入り化成048

栄物産株式会社 兵庫県尼崎市昭和南通
３丁目26番地

生第102478号 化成肥料 特撰美味048特号 福栄肥料株式会社 兵庫県尼崎市昭和南通
３丁目26番地

生第102479号 化成肥料 ほう素有機入り化成
966

福栄肥料株式会社 兵庫県尼崎市昭和南通
３丁目26番地

生第102480号 汚泥肥料 新城市農集排汚泥肥料
（２）

新城市 愛知県新城市字東入船
115番地

生第102482号 混合りん酸肥
料

光、粒状ようりんケイ
カル肥料C号

昭和肥料株式会社 富山県小矢部市東福町
10番１号

生第102484号 混合りん酸肥
料

粒状ようりんケイカル
肥料３号

大洋化学工業株式会
社

富山県小矢部市東福町
10番８号

生第102501号 化成肥料 有機入り化成肥料280 住商アグリビジネス
株式会社

東京都千代田区神田和
泉町１番地

生第102506号 化成肥料 くみあい尿素入り化成
500

片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第102507号 化成肥料 くみあい苦土マンガン
ほう素有機入り複合肥
料S575特号

片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第102509号 化成肥料 くみあい有機入り化成
S808特号

片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号
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生第102512号 液状肥料 兼定液肥PN１号 兼定興産株式会社 福岡県久留米市野中町
640番地の１

生第102515号 配合肥料 有機入り配合７5.5 南国興産株式会社 宮崎県都城市高城町有
水1941番地

生第102517号 汚泥肥料 汚泥発酵肥料１号 九星飲料工業株式会
社

福岡県糸島市波多江字
中川原100番地

生第102518号 化成肥料 くみあい有機入り化成
新088号

菱東肥料株式会社 大分県大分市豊海３丁
目３番１号

生第107351号 汚泥肥料 エコ久万ソイル 株式会社高原アオア
クア

愛媛県上浮穴郡久万高
原町東明神乙767番地
64

生第107352号 副産肥料 エコヤマト２号 ヤマトプロテック株
式会社

東京都港区白金台五丁
目17番２号

生第107369号 液状肥料 有機入り液体肥料421
号

丸石株式会社 静岡県焼津市上新田
1035番地の１

有効期間が令和13年６月24日となったもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 氏名又は名称 住 所
生第49452号 化成肥料 くみあい苦土、ほう素

入り複合燐加安402号
JA全農くみあい飼
料株式会社

群馬県太田市東新町
818番地

生第55245号 化成肥料 サンライト666 太陽肥料株式会社 茨城県神栖市砂山４番
地

生第66079号 化成肥料 丸ツバメほう素入り複
合硫加燐安492

サンアグロ株式会社 東京都中央区日本橋小
網町17番10

生第66093号 化成肥料 くみあいほう素尿素入
りIB化成S30号

ジェイカムアグリ株
式会社

東京都千代田区神田須
田町二丁目６番６号

生第69561号 化成肥料 くみあいCDU複合燐
加安S020

片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第69562号 化成肥料 くみあいCDU複合燐
加安S555

片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第69563号 化成肥料 くみあいCDU複合燐
加安S682

片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第69564号 化成肥料 くみあい苦土マンガン
ほう素入り化成S605

片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第69566号 化成肥料 高度複合U234号 NCTアグリ株式会
社

東京都千代田区外神田
一丁目18番13号

生第69571号 配合肥料 カーライトK複合肥料 ラサ晃栄株式会社 東京都千代田区内神田
二丁目６番８号

生第73980号 化成肥料 くみあいけい酸加里入
り化成高度586号

JA全農くみあい飼
料株式会社

群馬県太田市東新町
818番地

生第73994号 化成肥料 燐加安666号 住友化学株式会社 東京都中央区日本橋二
丁目７番１号

生第74022号 配合肥料 BB372号 株式会社JAグリー
ンとちぎ

栃木県宇都宮市中岡本
町字丸山2713番１

生第74023号 配合肥料 BB473号 株式会社JAグリー
ンとちぎ

栃木県宇都宮市中岡本
町字丸山2713番１

生第74024号 配合肥料 CDU窒素入りBBS444
号

株式会社JAグリー
ンとちぎ

栃木県宇都宮市中岡本
町字丸山2713番１

生第74025号 配合肥料 BB286号 株式会社JAグリー
ンとちぎ

栃木県宇都宮市中岡本
町字丸山2713番１

生第74027号 配合肥料 BB苦土入り500号 株式会社JAグリー
ンとちぎ

栃木県宇都宮市中岡本
町字丸山2713番１

生第74029号 配合肥料 ニュー・カーライト複
合肥料

ラサ晃栄株式会社 東京都千代田区内神田
二丁目６番８号

生第78496号 配合肥料 スーパーアイビー１号 株式会社JAアグリ
エール長野

長野県安曇野市堀金三
田3360番地３

生第85115号 混合りん酸肥
料

3.0混合りん酸肥料 朝日化工株式会社 富山県小矢部市下後亟
503番地１

生第85150号 配合肥料 樽専用追肥「おっかけ
３号」

株式会社誠和 栃木県下野市柴262番
地10

生第85151号 配合肥料 樽専用追肥「おっかけ
７号」

株式会社誠和 栃木県下野市柴262番
地10

生第88122号 化成肥料 ミツイ尿素入り高度化
成肥料444

関東電工株式会社 群馬県高崎市倉賀野町
2372番地

生第88123号 化成肥料 くみあいほう素入り複
合燐加安S550

ジェイカムアグリ株
式会社

東京都千代田区神田須
田町二丁目６番６号

生第93378号 成形複合肥料 くみあい固形肥料363 日本肥糧株式会社 群馬県藤岡市岡之郷字
戸崎559番３

生第93385号 化成肥料 くみあい尿素入り化成
肥料840

日本肥糧株式会社 群馬県藤岡市岡之郷字
戸崎559番３

生第93390号 化成肥料 高度燐加安444号 株式会社服部 三重県四日市市広永町
577番地

生第93392号 液状肥料 クロピカα 株式会社ジャット 大阪府大阪市中央区南
船場四丁目２番４号

生第105304号 化成肥料 中日本高度化成NS208 中日本肥料株式会社 愛知県名古屋市中村区
名駅５丁目23番12号

生第105305号 化成肥料 中日本高度化成NS818 中日本肥料株式会社 愛知県名古屋市中村区
名駅５丁目23番12号

生第105335号 混合微量要素
肥料

ASSR192 旭化学工業株式会社 奈良県生駒郡斑鳩町大
字高安500番地

生第105346号 化成肥料 化成013号 住化農業資材株式会
社

大阪府大阪市中央区高
麗橋四丁目６番17号

生第105351号 液状肥料 液体微量要素複合肥料 安藤正人 宮崎県児湯郡川南町大
字川南23955番地３

生第105356号 化成肥料 苦土有機入り化成953 肥料開発株式会社 静岡県焼津市与惣次二
丁目10番地の10

輸第10931号 硫酸加里苦土 硫酸加里苦土20.5
18.5

住友商事株式会社 東京都千代田区大手町
二丁目３番２号

輸第10932号 魚かす粉末 フィッシュボーン
SRV１

株式会社交洋 三重県四日市市新正五
丁目４番19号

輸第10934号 なたね油かす
及びその粉末

5.5圧搾菜種粕 興和株式会社 愛知県名古屋市中区錦
三丁目６番29号

輸第10939号 硫酸苦土肥料 SK25粒状硫酸苦土肥
料

株式会社正栄商会 東京都江東区亀戸六丁
目55番20号

輸第10941号 水酸化苦土肥
料

ひたち苦土肥料マグ４
号

常陸化工株式会社 茨城県常陸太田市新宿
町664番地

輸第12466号 配合肥料 スコットLS肥料１号 株式会社ハイポネッ
クスジャパン

大阪府大阪市西淀川区
佃１丁目１番94号

輸第13681号 硝酸アンモニ
ア

硝酸アンモニア トミクラ産業株式会
社

兵庫県姫路市花田町高
木209番地の１

輸第13682号 尿素 尿素２号 伊藤忠商事株式会社 大阪府大阪市北区梅田
三丁目１番３号

輸第13684号 硫酸加里 50.0硫酸加里 株式会社みのり 静岡県三島市西本町４
番５号
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輸第13685号 大豆油かす及
びその粉末

6.0大豆粕 株式会社中村商会 東京都中央区日本橋本
石町三丁目１番７号

輸第13686号 化成肥料 高度化成141414 株式会社高五 宮城県栗原市栗駒岩ケ
崎上小路134番地１

輸第13687号 化成肥料 1261第一燐安 株式会社シーディン
グ

新潟県村上市下助渕
959番地

輸第13689号 化成肥料 ほう素有機入り硝燐加
特号

株式会社J・K・Cア
グロ

熊本県八代市千丁町太
牟田1957番地

輸第13691号 硫酸苦土肥料 精製硫酸マグネシウム 株式会社ファイマ
テック

東京都千代田区神田淡
路町二丁目23番１号

輸第105339号 化成肥料 化成肥料10０10 株式会社サトシ・エ
ンタープライズ

東京都千代田区九段南
三丁目８番13号九段靖
苑ビル４階

輸第105340号 化成肥料 化成肥料13０13
４

株式会社サトシ・エ
ンタープライズ

東京都千代田区九段南
三丁目８番13号九段靖
苑ビル４階

輸第105341号 化成肥料 化成肥料17０17 株式会社サトシ・エ
ンタープライズ

東京都千代田区九段南
三丁目８番13号九段靖
苑ビル４階

輸第105354号 化成肥料 けい酸入り化成肥料28
号

全国農業協同組合連
合会

東京都千代田区大手町
一丁目３番１号

輸第105357号 化成肥料 CGOCMAP セントラルグリーン
株式会社

新潟県新発田市本田
3418番地

輸第105358号 化成肥料 WNS666 セントラルグリーン
株式会社

新潟県新発田市本田
3418番地

外第105330号 副産肥料 YH銅入り苦土肥料 青島宇慧緑色工貿有
限公司

中華人民共和国（山
東）自由貿易試験区青
島片区前湾保税港区莫
斯科路38号（A）

グリーンコスモス株
式会社
（国内管理人）

北海道苫小牧市新開町
三丁目13番２号

有効期間が令和13年６月25日となったもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 氏名又は名称 住 所
生第71977号 化成肥料 つつじ有機入り化成30

号
新東化学工業株式会
社

千葉県市原市八幡海岸
通11番１

生第71981号 化成肥料 くみあいほう素入り
CDU複合燐加安S402

ジェイカムアグリ株
式会社

東京都千代田区神田須
田町二丁目６番６号

生第71987号 化成肥料 くみあい苦土ほう素入
り化成S826号

菱東肥料株式会社 大分県大分市豊海３丁
目３番１号

生第76145号 加工りん酸肥
料

丸菱きくりん21号 丸菱肥料株式会社 愛知県名古屋市港区い
ろは町１丁目22番地

生第76155号 化成肥料 ほう素入り高度化成
423号

NCTアグリ株式会
社

東京都千代田区外神田
一丁目18番13号

生第76162号 化成肥料 マザー100・004 片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

生第76163号 化成肥料 腐植酸・有機入り化成
肥料３号

関東電工株式会社 群馬県高崎市倉賀野町
2372番地

生第76188号 配合肥料 養液栽培果菜用肥料
（鉄添加）

片倉コープアグリ株
式会社

東京都千代田区九段北
一丁目８番10号

輸第6420号 なたね油かす
及びその粉末

4.5なたね油かす ミツワ商事株式会社 大阪府吹田市千里山西
四丁目39番A803

有効期間が令和13年６月26日となったもの
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 氏名又は名称 住 所
生第102471号 化成肥料 マンガンほう素有機入

り化成088特号
福栄肥料株式会社 兵庫県尼崎市昭和南通

３丁目26番地
生第102472号 化成肥料 マンガンほう素有機入

り化成088特号
株式会社ジェイ・
ティ・エフ

兵庫県高砂市高砂町東
宮町1038番地４

生第102481号 混合りん酸肥
料

粒状シリカゲル入りけ
い酸りん肥２号

昭和肥料株式会社 富山県小矢部市東福町
10番１号

生第102505号 成形複合肥料 複合肥料30 小西安農業資材株式
会社

東京都中央区日本橋本
町二丁目６番３号

２ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３号に掲げる肥料に
あっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格）
肥料の名称ごとの保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律第４条第１項第３
号に掲げる肥料にあっては、含有を許される有害成分の最大量その他の規格）は、次のとおりであ
る。
（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を農林水産省消費・安全局農産安全管理課に備え置い
て縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。）

１ 登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の名称及び住所
登録番号 肥料の種類 肥 料 の 名 称 名 称 住 所
生第39259号 加工りん酸肥

料
特製多木24.0粒状苦土
過燐酸

多木化学株式会社 兵庫県加古川市別府町
緑町２番地

生第69967号 化成肥料 苦土有機入り複合608
号

大成肥料株式会社 兵庫県加古川市別府町
石町47番地

生第85189号 混合りん酸肥
料

くみあい25.0サウス
エース10

南九州化学工業株式
会社

宮崎県児湯郡高鍋町大
字蚊口浦5029番地

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 百 七 十 三 号

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 十 三 条 第 一 項 及 び 第 四 項 の

規 定 に 基 づ き 、 次 の よ う に 輸 入 業 者 の 住 所 及 び 肥 料 の 名 称 の 変 更 に 係 る 届 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 十

六 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 七 年 八 月 一 日 農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎

１ 輸入業者の住所の変更
登録番号 輸第9032号、輸第9190号、輸第9197号、輸第9022号、輸第9023号、輸第8971号、輸第

9057号、輸第9540号、輸第9465号、輸第9457号、輸第9769号、輸第10030号、輸第13398
号、輸第13409号、輸第13859号、輸第100339号、輸第101761号、輸第103548号、輸第
103745号、輸第104046号、輸第106134号、輸第106462号、輸第107448号、輸第107539号、
輸第107815号、輸第108315号、輸第109017号、輸第109018号

変更前 東京都中央区日本橋本町一丁目10番５号
変更後 東京都中央区日本橋箱崎町19番21号

２ 肥料の名称の変更
登録番号 生第80763号
変更前 ソイルエース
変更後 めぐみプラス

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 百 七 十 四 号

肥 料 の 品 質 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 二 十 七 号 ） 第 十 四 条 の 規 定 に 基 づ き 、 次

の 肥 料 の 登 録 は 失 効 し た の で 、 同 法 第 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 七 年 八 月 一 日 農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎
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表
群
馬
県
の
項
中
「
榛
名
酪
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」
及
び
「
東
毛
酪
農
業
協
同
組
合
」
を
削
る
。

表
岐
阜
県
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

愛
知
県

愛
知
東
農
業
協
同
組
合

令和年月日 金曜日 第号官 報
生
第
85190号

混
合
り
ん
酸
肥

料
く
み
あ
い
25.0リ

ン
エ
ー

ス
12

南
九
州
化
学
工
業
株
式

会
社

宮
崎
県
児
湯
郡
高
鍋
町
大

字
蚊
口
浦
5029番

地
生
第
89257号

化
成
肥
料

M
S 高
度
化
成
444

三
井
物
産
ア
グ
ロ
ビ
ジ

ネ
ス
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小

伝
馬
町
１
番
５
号

生
第
89258号

化
成
肥
料

M
S 高
度
化
成
666

三
井
物
産
ア
グ
ロ
ビ
ジ

ネ
ス
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小

伝
馬
町
１
番
５
号

生
第
101440号

化
成
肥
料

多
木
尿
素
苦
土
有
機
入
り

複
合
肥
料
042

２
号

多
木
化
学
株
式
会
社

兵
庫
県
加
古
川
市
別
府
町

緑
町
２
番
地

生
第
106112号

化
成
肥
料

東
西
尿
素
苦
土
硫
加
燐
安

495
東
西
肥
料
株
式
会
社

兵
庫
県
加
古
川
市
別
府
町

港
町
１
番
地
の
２

生
第
107003号

化
成
肥
料

大
成
硫
加
燐
安
新
488

大
成
肥
料
株
式
会
社

兵
庫
県
加
古
川
市
別
府
町

石
町
47番
地

生
第
107691号

液
状
肥
料

（
N
／
P
／
K
）
肥
料
用

ゼ
ラ
チ
ン
ネ
ッ
ト
分
解
液
中
日
本
カ
プ
セ
ル
株
式

会
社

岐
阜
県
大
垣
市
荒
尾
町

229番
地
の
２

生
第
107803号

汚
泥
肥
料

会
津
２
号

会
津
若
松
食
肉
事
業
協

同
組
合

福
島
県
会
津
若
松
市
神
指

町
大
字
南
四
合
字
才
ノ
神

491番
地

輸
第
12463号

化
成
肥
料

有
機
入
り
富
裕
マ
イ
ル
ド

666
株
式
会
社
J ・
K
・
C ア

グ
ロ

熊
本
県
八
代
市
千
丁
町
太

牟
田
1957番

地
輸
第
12501号

化
成
肥
料

有
機
入
り
ア
ミ
プ
ラ
ス

058
株
式
会
社
J ・
K
・
C ア

グ
ロ

熊
本
県
八
代
市
千
丁
町
太

牟
田
1957番

地
２
保
証
成
分
量
そ
の
他
の
規
格
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
４
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
肥
料
に

あ
っ
て
は
、
含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の
最
大
量
そ
の
他
の
規
格
）

肥
料
の
名
称
ご
と
の
保
証
成
分
量
そ
の
他
の
規
格
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
４
条
第
１
項
第
３

号
に
掲
げ
る
肥
料
に
あ
っ
て
は
、
含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の
最
大
量
そ
の
他
の
規
格
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林
水
産
省
消
費
・
安
全
局
農
産
安
全
管
理
課
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
七
十
五
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条
の
二
十
六
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
四
年
二
月
二
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
三
十
三
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行

令
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条
の
二
十
六
第
三
項
に
定
め
る
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
農
業
協
同
組
合
又
は

農
業
協
同
組
合
連
合
会
を
指
定
す
る
等
の
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

表
熊
本
県
の
項
中
「
熊
本
県
畜
産
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」
を
「
熊
本
県
畜
産
農
業
協
同
組
合
」
に
改
め
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
七
十
六
号

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条
の
二
十
六
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
四
年
二
月
二
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
三
十
三
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行

令
第
十
七
条
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条
の
二
十
六
第
三
項
に
定
め
る
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
農
業
協
同
組
合
又
は

農
業
協
同
組
合
連
合
会
を
指
定
す
る
等
の
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
百
十
九
号

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障

の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十

三
号
）
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ

る
者
を
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
受
け
た
者
の
名
称

及
び
住
所

ａ
ｕ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

東
京

都
港
区
西
新
橋
二
丁
目
三
番
一
号

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
に
係
る
特
定
社
会
基

盤
事
業
の
種
類

包
括
信
用
購
入
あ
っ
せ
ん
の
業
務
を
行
う
事
業

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
を
し
た
日

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日

〇
海
上
保
安
庁
告
示
第
十
九
号

航
路
標
識
の
一
時
撤
去
に
つ
い
て
、
航
路
標
識
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日海

上
保
安
庁
長
官

瀬
口

良
夫

名

称

金
武
中
城
港
具
志
川
火
力
発
電
第
一

号
灯
浮
標

位

置

所

在

地

沖
縄
県
金
武
中
城
港
（
伊
計
島
灯
台

の
西
方
約
八
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

北

緯

二
六

二
三

五
六

東

経

一
二
七

五
四

五
四

撤
去
年
月
日

令
和
七
年
三
月
八
日

記

事

一
時
変
更

名

称

静
狩
港
東
防
波
堤
灯
台

位

置

所

在

地

北
海
道
山
越
郡
長
万
部
町
（
静
狩
港

東
防
波
堤
外
端
）

北

緯

四
二

三
五

〇
七

東

経

一
四
〇

二
八

二
五

撤
去
年
月
日

令
和
七
年
三
月
十
日

記

事

一
時
変
更

〇
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
六
十
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
北
地
方
整
備
局
長

西
村

拓

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
十
五
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

久
慈
市
長
内
町
第
一
八
地
割
四
五
番
二
か
ら
同
市
長
内
町
第

一
九
地
割
一
六
五
番
一
八
ま
で

前後

二
三
・
六
九
〜
四
四
・
六
六

一
九
・
六
九
〜
四
四
・
六
六

〇
・
〇
九
五

〇
・
〇
九
五

図
面
縦
覧
場
所

東
北
地
方
整
備
局
及
び
同
局
三
陸
国
道
事
務
所

〇
四
国
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
四
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
八
月
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
一
日

四
国
地
方
整
備
局
長

豊
口

佳
之

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

五
十
五
号
及
び

四
百
九
十
三
号

高
知
県
安
芸
郡
安
田
町
安
田
字
西
薬
師
浜
二
七
五
二
番
八
四
地
先

か
ら
同
町
安
田
字
西
薬
師
浜
二
七
五
二
番
七
六
地
先
ま
で

四
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
土

佐
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
八
月
一
日
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国
会
事
項

人
事
異
動

叙
位
・
叙
勲

令和年月日 金曜日 第号官 報

参

議

院

議
員
氏
名

七
月
三
十
日
議
長
は
、
次
の
と
お
り
各
議
員
か
ら
の
申

請
に
基
づ
き
、
議
員
氏
名
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
許
可

し
た
。

議
員
氏
名

い
ん
ど
う
周
作

（
犬
童

周
作
君
申
請
）

か
ま
や
ち
敏

（

敏
君
申
請
）

郡
山
り
ょ
う

（
郡
山

玲
君
申
請
）

小
島
と
も
子

（
小
島

智
子
君
申
請
）

森

ゆ
う
こ

（
森

裕
子
君
申
請
）

ラ
サ
ー
ル
石
井

（
石
井

朗
夫
君
申
請
）

蓮

舫

（
齊
藤

蓮
舫
君
申
請
）

牛
田

茉
友

（
髙
橋

茉
友
君
申
請
）

江
原
く
み
子

（
江
原
久
美
子
君
申
請
）

か
ご
し
ま
彰
宏

（
籠
島

彰
宏
君
申
請
）

小
林
さ
や
か

（
中
山
さ
や
か
君
申
請
）

石
井
め
ぐ
み

（
根
本
め
ぐ
み
君
申
請
）

佐
々
木
り
え

（
中
野

理
江
君
申
請
）

石

平

（
北
埜

陽
君
申
請
）

岩
本

麻
奈

（
富
田

麻
奈
君
申
請
）

奥
田
ふ
み
よ

（
遠
藤
芙
美
代
君
申
請
）

高
良

沙
哉

（
坂
本

沙
哉
君
申
請
）

尾

朋
実

（
末
原

朋
実
君
申
請
）

辞
令

（
秘
書
課
議
長
公
邸
長
）
参
議
院
参

事

蜂
谷

勉

委
員
部
第
八
課
長
を
命
ず
る

（
国
際
部
国
際
交
流
課
国
際
企
画
室

長
）
同

佐
藤

靖

秘
書
課
勤
務
を
命
ず
る

秘
書
課
議
長
公
邸
長
を
命
ず
る

参
議
院
参
事

外
川

裕
之

国
際
部
国
際
会
議
課
長
を
命
ず
る

（
庶
務
部
厚
生
課
厚
生
主
幹
）
参
議

院
参
事

栗
原

理
恵

国
際
部
国
際
交
流
課
勤
務
を
命
ず
る

国
際
部
国
際
交
流
課
国
際
企
画
室
長
を
命
ず
る

参
議
院
参
事

羽
諸
千
恵
美

庶
務
部
厚
生
課
厚
生
主
幹
を
命
ず
る

（
委
員
部
第
二
課
長
）
参
議
院
参
事

橋
本

貴
義

委
員
部
第
三
課
長
兼
務
を
解
く

（
憲
法
審
査
会
事
務
局
総
務
課
長
）

同

篠
窪

有
恒

委
員
部
第
八
課
長
兼
務
を
解
く

（
国
際
部
長
）
同

相
澤

達
也

国
際
部
国
際
会
議
課
長
事
務
取
扱
を
解
く
（
以
上
八
月
一

日
）

内

閣

府

十
倉

雅
和

願
に
依
り
経
済
財
政
諮
問
会
議
議
員
を
免
ず
る筒

井

義
信

経
済
財
政
諮
問
会
議
議
員
に
任
命
す
る
（
以
上
七
月
二
十

八
日
）

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

（
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局
監
督

調
査
部
規
制
監
督
課
長
）
内
閣
府

事
務
官

谷

直
哉

警
察
庁
に
出
向
さ
せ
る

監
督
調
査
部
付
の
併
任
を
解
除
す
る

監
督
調
査
部
規
制
監
督
課
犯
罪
収
益
移
転
防
止
対
策
室
長

事
務
取
扱
を
免
ず
る

（
警
察
庁
長
官
官
房
付
）
警
視
長

山
﨑

洋
平

内
閣
府
事
務
官
（
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
事
務
局
監
督
調
査

部
規
制
監
督
課
長
）
に
転
任
さ
せ
る

監
督
調
査
部
付
に
併
任
す
る

監
督
調
査
部
規
制
監
督
課
犯
罪
収
益
移
転
防
止
対
策
室
長

事
務
取
扱
を
命
ず
る
（
以
上
八
月
一
日
）

法

務

省

（
加
治
木
区
検
察
庁
副
検
事
）
副
検

事

大
津

浩

鹿
児
島
区
検
察
庁
副
検
事
に
配
置
換
す
る

（
鹿
児
島
区
検
察
庁
副
検
事
）
同

岸
本

和
巳

加
治
木
区
検
察
庁
副
検
事
に
配
置
換
す
る
（
以
上
七
月
一

日
）

（
那
覇
区
検
察
庁
副
検
事
）
副
検
事

安
里

真
也

辞
職
を
承
認
す
る
（
七
月
三
十
日
）

会
計
検
査
院

（
事
務
総
長
官
房
付
）
会
計
検
査
院

事
務
官

牛
島

大
輔

辞
職
を
承
認
す
る
（
七
月
三
十
一
日
）

〇
叙
位

石
谷

俊
史

漆
川

和
昭

高
野

武
王

正
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）葛

山

博
次

鈴
木

宏
之

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

浅
見

信

菊
池

明
夫

杉
浦

眞
弓

中
村

通
郎

野
中
昭
三
郎

本
間

澄
夫

森

義
勝

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

小
笠
原
八
十
美

金
子
芳
三
郎

木
和
田
勝
朗

月
精

勉

佐
治
眞
一
郎

永
石

幸

宮
本

典
子

和
田

修
一

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

伊
藤

和
夫

梅
原

幹
夫

大
久
保

勝

大
城

喜
信

大
山

秀
雄

甲
斐

重
信

田
山

義
夫

細
江

君
夫

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）岸

譽
夫

玉
井

澄
夫

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
六
月
二
十
三
日
）

（
国
立
大
学
法
人
職
員
）

川
崎

勝

従
四
位
に
叙
す
る

川
田

享
男

東
条

正
幸

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）大

角

輝
夫

黒
川

英
夫

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

熱
田
幸
三
郎

石
川

寛
康

小
野

光
行

小
島

明

小
林

敬
三

高
倉

昭
夫

早
川

辰
朗

山
本

貞
夫

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）杉

森

元
一

吉
原
日
出
夫

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）飯

野

進

葛
西

章
浩

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
六
月
二
十
四
日
）

（
新
潟
大
学
名
誉
教
授
）

斉
藤

義
明

正
田

泰
央

正
四
位
に
叙
す
る
（
各
通
）小

玉

弘
之

矢
島

弘
貴

従
五
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

梅
田

輝
昭

大
枝

光
男

大
沼

保
義

工
藤

冬
一

長
迫

忠
弘

正
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）

飯
坂

紀
年

小
黒

利
雄

木
村

晋
亮

工
藤

幸
男

田
澤

晃
一

戸
田

憲
昭

葉
狩

守

萩
原

彦
昭

林

幹
夫

藤
原

洋

水
落

瞭

水
野

稔

従
六
位
に
叙
す
る
（
各
通
）阿

相

護

松
本

勝
彦

正
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）橋

本

重
次

吉
田

義
光

従
七
位
に
叙
す
る
（
各
通
）（
以
上
六
月
二
十
五
日
）

小
椋

一
男

従
六
位
に
叙
す
る
（
六
月
二
十
七
日
）

石
塚

森
吉

従
五
位
に
叙
す
る
（
六
月
二
十
九
日
）

〇
叙
勲

中
島

正
壽

旭
日
単
光
章
を
授
け
る
（
六
月
二
十
三
日
）

佐
藤

幸
三

旭
日
双
光
章
を
授
け
る
（
六
月
二
十
四
日
）

石
谷

俊
史

高
野

武
王

瑞
宝
中
綬
章
を
授
け
る
（
各
通
）

大
城

喜
信

小
笠
原
八
十
美

甲
斐

重
信

金
子
芳
三
郎

木
和
田
勝
朗

永
石

幸

宮
本

典
子

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

大
久
保

勝

大
山

秀
雄

月
精

勉

笹
川

澄
雄

和
田

修
一

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
六
月
二
十
三
日
）

（
国
立
大
学
法
人
職
員
）

川
崎

勝

瑞
宝
小
綬
章
を
授
け
る

飯
野

進

大
角

輝
夫

小
野

光
行

早
川

辰
朗

松
田

一

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

葛
西

章
浩

坂
上

洋
司

高
倉

昭
夫

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
六
月
二
十
四
日
）

飯
坂

紀
年

工
藤

冬
一

工
藤

幸
男

田
澤

晃
一

戸
田

憲
昭

萩
原

彦
昭

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）

川
村

勉

橋
本

重
次

林

幹
夫

松
本

勝
彦

水
野

稔

瑞
宝
単
光
章
を
授
け
る
（
各
通
）（
以
上
六
月
二
十
五
日
）

鳩
間

昇

瑞
宝
双
光
章
を
授
け
る
（
六
月
二
十
六
日
）

石
塚

森
吉

瑞
宝
小
綬
章
を
授
け
る
（
六
月
二
十
九
日
）





官 庁 報 告

３ 第１号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額
欄に掲げる金額

品 目 工 程 規 格 金 額

コイル（自動車用
の小型直流モー
ターのフィールド
コイルに限る。）

外装テープ巻（布テープを２分の１
掛けすることをいう。）

内径が415ミリメー
トル以上495ミリ
メートル以下のもの

１個につき
12円

リード線又はシー
ルド線

端子加工（リード線又はシールド線
の端子をハウジング（カプラー又は
コネクター）に差し込むことをい
う。）

１ピンにつき
55銭

プリント基板 手作業によるコンデンサー、ダイ
オード等のリード線のフォーミング
加工（ただし、曲げ線の長さ、角度
を指定して行うものに限る。）

リード線が２本のも
の

１個につき
64銭

コンデンサー、ダイオード等のリー
ド線の基板への差し込み

１個につき
72銭

４ 効力発生の日 令和７年９月１日

令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

官 庁 事 項

指 定 保 安 検 査 機 関 の 指 定 に 関 す る 公 示

高 圧 ガ ス 保 安 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 号 ）

第 三 十 五 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と

お り 指 定 保 安 検 査 機 関 を 指 定 し た の で 、 高 圧 ガ ス

保 安 法 施 行 令 （ 平 成 九 年 政 令 第 二 十 号 ） 第 十 九 条

第 二 項 第 三 号 の 規 定 に 基 づ き 委 任 さ れ た 同 法 第 七

十 四 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 公 示 す

る 。
令 和 七 年 八 月 一 日

中 国 四 国 産 業 保 安 監 督 部 長 金 子 健

１ 名 称 ニ ッ キ フ ッ コ ー 株 式 会 社

２ 住 所 広 島 県 呉 市 広 白 岳 三 丁 目 一 番 五 十 二 号

３ 指 定 す る 地 域 鳥 取 県 、 島 根 県 、 岡 山 県 、 広

島 県 、 山 口 県 、 徳 島 県 、 香 川 県 、 愛 媛 県 及 び 高

知 県

４ 指 定 の 区 分 液 化 石 油 ガ ス 保 安 規 則 第 七 十 八

条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 同 令 第 七 十 七 条 第 二

項 及 び 第 四 項 か ら 第 七 項 ま で に 規 定 す る 特 定 施

設 の 保 安 検 査 を 行 う 者 と し て の 指 定

一 般 高 圧 ガ ス 保 安 規 則 第 八 十 条 第 四 項 に お い

て 準 用 す る 同 令 第 七 十 九 条 第 二 項 及 び 第 四 項 か

ら 第 七 項 ま で に 規 定 す る 特 定 施 設 （ 同 令 第 二 条

第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 特 殊 高 圧 ガ ス に 係 る 特

定 施 設 を 除 く 。 ） の 保 安 検 査 を 行 う 者 と し て の 指

定
５ 保 安 検 査 を 行 う 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

ニ ッ キ フ ッ コ ー 株 式 会 社 多 賀 谷 事 業 所 広 島

県 呉 市 広 多 賀 谷 三 丁 目 四 番 十 一 号

６ 指 定 年 月 日 令 和 七 年 八 月 一 日

北陸地方整備局公示
河川法（昭和39年法律第167号）第17条第１項

及び第66条の規定により高瀬ダム及び七倉ダムの
兼用工作物の管理の方法及び管理に要する費用の
負担について協議が成立したので、河川法第17条
第２項の規定に基づき、公示する。
その関係図書は、北陸地方整備局及び同局大町
ダム管理所に備え置いて縦覧に供する。
令和７年８月１日

北陸地方整備局長 髙松 諭
１ 河川の名称 信濃川水系高瀬川
２ 河川管理施設の名称又は種類 高瀬ダム及び
七倉ダム
３ 河川管理施設の位置
高瀬ダム
高瀬川左岸 長野県大町市大字平字高瀬入

2118番２及び同番５
右岸 同字2118番５

七倉ダム
高瀬川左岸 長野県大町市大字平字高瀬入

2118番４及び同番18
右岸 同字2118番４

四 国 地 方 整 備 局 公 示

道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 三 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 道 路 の 占 用 を 制 限 す る

区 域 を 指 定 す る こ と と し た の で 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 次 の と お り 公 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 七 年 八 月 一 日 か ら 二 週 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 七 年 八 月 一 日 四 国 地 方 整 備 局 長 豊 口 佳 之

道 路 の 種 類 一 般 国 道

路 線 名 五 十 五 号

占 用 を 制 限 す る 区 域

区 域 備 考

高 知 県 安 芸 郡 安 田 町 安 田 字 西 薬 師 浜 二 七 五 二 番 八 四 地 先 か ら 同 町 安 田 字 西 薬

師 浜 二 七 五 二 番 七 六 地 先 ま で

制 限 の 対 象 と す る 占 用 物 件 新 た に 地 上 に 設 け る 電 柱 （ 占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 よ り 前 に 占 用 を

認 め ら れ た 電 柱 の 更 新 又 は 移 設 に よ る も の を 除 く 。 ） た だ し 、 電 柱 を

地 上 に 設 け る や む を 得 な い 事 情 が あ り 、 当 該 道 路 の 敷 地 外 に 直 ち に

用 地 を 確 保 す る こ と が で き な い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。

占 用 を 制 限 す る 理 由 緊 急 輸 送 道 路 の 占 用 を 制 限 す る こ と に よ り 、 災 害 が 発 生 し た 場 合 に

お け る 被 害 の 拡 大 を 防 止 す る た め 。

占 用 の 制 限 の 開 始 の 期 日 令 和 七 年 八 月 一 日

図 面 縦 覧 場 所 四 国 地 方 整 備 局 及 び 同 局 土 佐 国 道 事 務 所

４ 管理を行う者の氏名及び住所
氏名 東京電力リニューアブルパワー株式会

社 代表取締役社長 永澤 昌
住所 東京都千代田区内幸町一丁目１番３号

５ 管理の内容
 本協議が成立する以前から管理を行う者が
自ら策定した管理基準に則り利水者として継
続的に実施する兼用工作物の管理業務（ただ
し、河川管理者の分担する業務を除く。）
 管理を行う者が単独で所有する資産の設置
に伴う兼用工作物の改造・改修に係わる業務
 地震発生後のダム臨時点検
６ 管理の期間 令和７年８月１日から高瀬ダム
及び七倉ダムが存続する日まで

労 働

最低工賃の改正決定に関する公示
茨城労働局最低工賃公示第１号
家内労働法（昭和45年法律第60号）第10条の規定に基づき、茨城県電気機械器具製造業最低工賃（令
和４年茨城労働局最低工賃公示第１号）の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第
１項の規定により公示する。
令和７年８月１日 茨城労働局長 佐藤 悦子
茨城県電気機械器具製造業最低工賃

１ 適用する家内労働者 茨城県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
２ 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者






公 告

令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告

諸 事 項 有権者申出方
元当局所属公証人野村高弘の身元保証金還付に
つき、その上に権利を有する者は、本公告掲載の
日の翌日から６か月以内に当局に申し出て下さ
い。
令和７年８月１日 千葉地方法務局






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

失 踪 宣 告 除 権 決 定

破産手続開始






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

書面による計算報告






令
和

年

月

日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

会 社 そ の 他 の 公 告

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 の 権 利 義 務 全 部 を 承

継 し て 存 続 し 、 乙 は 解 散 す る こ と に い た し ま し た 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ）https://nittobo-allied-service.com/

（ 乙 ） 掲 載 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 七 年 六 月 二 十 五 日

掲 載 頁 五 十 二 頁 （ 号 外 第 一 四 三 号 ）

令 和 七 年 八 月 一 日

福 島 県 福 島 市 郷 野 目 字 東 一 番 地

（ 甲 ） 日 東 紡 ア ラ イ ド サ ー ビ ス 株 式 会 社

代 表 取 締 役 中 村 年 秀

東 京 都 千 代 田 区 麹 町 二 丁 目 四 番 地 一

（ 乙 ） 日 東 紡 エ コ ロ ジ ー 株 式 会 社

代 表 取 締 役 中 村 年 秀




令和年月日 金曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.h
o
u
se -lea

v
e.co
m
/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.h
o
u
sep
a
y
m
en
t.co
.jp
/

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
六
番
一
号

（
甲
）
ハ
ウ
ス
リ
ー
ブ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

布
施

智
博

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
六
番
一
号

（
乙
）
ハ
ウ
ス
ペ
イ
メ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
栖

和
成

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

十
頁

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
港
区
芝
三
丁
目
三
三
番
一
号

（
甲
）
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
カ
ー
ド
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
石

道
弘

東
京
都
中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
一
〇
号
ト
リ
ト

ン
ス
ク
エ
ア
Ｘ
棟

（
乙
）
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
ク
ラ
ブ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

五
十
嵐
幸
司

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
丙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
、
乙
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
二
日

掲
載
頁

六
十
三
頁
（
号
外
第
一
三
〇
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
二
日

掲
載
頁

四
十
八
頁
（
号
外
第
一
三
〇
号
）

（
丙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
二
日

掲
載
頁

五
十
九
頁
（
号
外
第
一
三
〇
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
九
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｄ
２
Ｃ

代
表
取
締
役

髙
田

了

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
九
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｄ
２
Ｃ
Ｒ

代
表
取
締
役

豊
永

雅
史

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
九
番
一
号

（
丙
）
株
式
会
社
Ｄ
２
Ｃ

Ⅰ
Ｄ

代
表
取
締
役

山
口

浩
健

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は

会
社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一

項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決

定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
二
十
日

掲
載
頁

四
十
一
頁
（
号
外
第
二
九
七
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
新
宿
区
市
谷
本
村
町
二
番
一
二
号

（
甲
）
昭
和
パ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
野
寺
香
一

東
京
都
新
宿
区
市
谷
本
村
町
二
番
一
二
号
昭
和

パ
ッ
ク
ス
株
式
会
社
内（

乙
）
昭
友
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

福
田

陽
一

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
一
日
で
あ
り
、
甲
の
株

主
総
会
の
承
認
決
議
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。
乙
は
会
社
法
第
七
八
四
条
第
一
項
に

基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
新
宿
区
市
谷
本
村
町
二
番
一
二
号

（
甲
）
昭
和
パ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
野
寺
香
一

島
根
県
出
雲
市
斐
川
町
富
村
一
三
三
七
番
地
一

（
乙
）
山
陰
パ
ッ
ク
有
限
会
社

代
表
取
締
役

古
田

修
一

合
併
公
告

左
記
法
人
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
ノ
内
二
丁
目
二
番
一
号

（
甲
）
な
な
つ
ぼ
し
監
査
法
人

代
表
社
員

米
永

隆
司

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
一
二
番
八
号

（
乙
）
監
査
法
人
奏
令

代
表
社
員

伊
藤

玲
男

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

十
二
頁

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

十
二
頁

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
一
番
三
号

（
甲
）
興
人
ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

長
谷
川

健

大
分
県
佐
伯
市
東
浜
一
番
六
号

（
乙
）
豊
國
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

内
田

陽
介

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
十
一
日
で
あ
り
、
甲
は

会
社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一

項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決

定
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て
い
ま
す
の
で
、

こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及
び
資
本
金
の
額

の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

静
岡
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
一
日

掲
載
頁

九
頁

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
日

掲
載
頁

二
〇
二
頁
（
号
外
第
八
十
一
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
領
家
二
丁
目
二
五
番
七
号

（
甲
）
株
式
会
社
鈴
木
楽
器
製
作
所

代
表
取
締
役

鈴
木

禮
子

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
領
家
二
丁
目
二
五
番
七
号

（
乙
）
株
式
会
社
ハ
モ
ン
ド
・
ス
ズ
キ

代
表
取
締
役

鈴
木

禮
子

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.g
a
s -en
erg
y
.co
.jp
/

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
一
日

静
岡
県
静
岡
市
駿
河
区
池
田
五
〇
番
地
の
五

（
甲
）
静
岡
ガ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

伊
藤

晴
生

静
岡
県
牧
之
原
市
大
沢
一
六
一
九
番
地
一

（
乙
）
有
限
会
社
オ
イ
ガ
ッ
ク
ス

取
締
役

伊
藤

晴
生





令和年月日 金曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
、
甲
は
会
社
法

第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項
に
基

づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
経
ず
に
合
併
を
決
定
し
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て
い
ま

す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及
び
資

本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
六
日

掲
載
頁

五
十
六
頁
（
号
外
第
一
六
三
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

愛
知
県
小
牧
市
東
三
丁
目
一
番
地

（
甲
）
住
友
理
工
株
式
会
社

代
表
取
締
役

清
水

和
志

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
三
丁
目
一
七
番
一

三
号

（
乙
）
住
理
工
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

日
比
野

学

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

中
部
経
済
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
一
日

掲
載
頁

三
頁

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
四
日

掲
載
頁

一
二
九
頁
（
号
外
第
一
六
一
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

愛
知
県
岡
崎
市
洞
町
字
寺
前
三
番
地
一

（
甲
）
株
式
会
社
ネ
イ
ブ
レ
イ
ン

代
表
取
締
役

木
原

陽
一

愛
知
県
岡
崎
市
戸
崎
町
字
越
舞
二
八
番
五

（
乙
）
株
式
会
社
ト
チ
ス
マ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

山
本

直
人

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
十
一
日

掲
載
頁

七
十
七
頁
（
号
外
第
二
八
七
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
二
十
三
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
二
九
八
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

京
都
府
城
陽
市
久
世
北
垣
内
一
九
番
地
一

（
甲
）
株
式
会
社
ナ
ク
ア
ス

代
表
取
締
役

村
田

直
哉

大
阪
府
吹
田
市
江
の
木
町
二
五
番
五
号

（
乙
）
ワ
イ
ケ
イ
エ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

村
岡
信
太
郎

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
七
月
十
七
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
甲
は
令
和
七
年
十
月
一
日
付
で
商
号
を
Ｎ
Ｅ
Ｘ

Ｕ
Ｓ

ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ
株
式
会
社
に
変
更
す
る
予
定
で

す
。こ

の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

一
九
五
頁
（
号
外
第
一
四
八
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

一
九
四
頁
（
号
外
第
一
四
八
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

京
都
市
伏
見
区
横
大
路
下
三
栖
宮
ノ
後
六
七
番
地

（
甲
）
京
都
三
協
サ
ッ
シ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
田
順
三
郎

京
都
市
伏
見
区
横
大
路
下
三
栖
宮
ノ
後
六
七
番
地

（
乙
）
上
原
硝
子
株
式
会
社

代
表
取
締
役

八
尾

一

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
九
日

掲
載
頁

六
十
一
頁
（
号
外
第
一
〇
三
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
九
日

掲
載
頁

五
十
八
頁
（
号
外
第
一
〇
三
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

大
阪
市
淀
川
区
十
三
東
一
丁
目
一
一
番
二
八
号

（
甲
）
光
食
品
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
口

鎮
雄

大
阪
市
淀
川
区
十
三
東
一
丁
目
一
一
番
二
八
号

（
乙
）
株
式
会
社
ヒ
ラ
ヤ
マ

代
表
取
締
役

山
口

鎮
雄

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

産
業
経
済
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
六
日

掲
載
頁

十
八
頁

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
三
七
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

大
阪
府
東
大
阪
市
本
庄
西
二
丁
目
六
番
五
号

（
甲
）
大
西
機
工
株
式
会
社

代
表
取
締
役

渕
上

正
秀

福
岡
市
南
区
大
楠
三
丁
目
一
一
番
三
〇
号

（
乙
）
株
式
会
社
澤
永
商
店

代
表
取
締
役

鮎
澤

佳
宏

合
併
公
告

左
記
組
合
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
及
び
乙
の
直
近
の
貸
借
対
照
表
は
、
当
該
組

合
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
い
て
あ
り
ま
す
。

以
上
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
の
規
定
に
よ
り
公
告

い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

和
歌
山
県
紀
の
川
市
粉
河
一
五
三
〇
番
地

（
甲
）
伊
那
酒
販
協
同
組
合

代
表
理
事

楠

富
晴

和
歌
山
県
有
田
郡
湯
浅
町
大
字
湯
浅
三
一
八
五
番
地

（
乙
）
湯
浅
酒
販
協
同
組
合

代
表
理
事

田

和
穗

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
弟
子
屈
ラ
ー
メ

ン
総
本
店
運
営
事
業
及
び
セ
ン
ト
ラ
ル
キ
ッ
チ
ン
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

掲
載
頁

六
十
五
頁
（
号
外
第
一
四
一
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

北
海
道
川
上
郡
弟
子
屈
町
摩
周
一
丁
目
一
番
一
八
号

（
甲
）
株
式
会
社
エ
ス
ケ
ー
ワ
イ

代
表
取
締
役

菅
原

憲
一

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
西
七
丁
目
二
〇
番
地
一
札
幌

ス
カ
イ
ビ
ル
三
Ｆ

Ａ
室

（
乙
）
株
式
会
社
エ
フ
ビ
ー
エ
ス

代
表
取
締
役

菅
原

憲
一

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
、
甲
は
自
ら
の
東
北
地
方

に
お
け
る
水
処
理
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
を
乙

に
承
継
さ
せ
、
乙
は
こ
れ
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
八
四
条
第
二
項
の
簡
易
分
割
の
規
定
に
よ
り
、

乙
は
同
法
第
七
九
六
条
第
一
項
の
略
式
分
割
の
規
定
に
よ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
こ
の
吸

収
分
割
を
行
う
こ
と
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
吸
収
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
左
記
会
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照

表
の
開
示
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
基
づ
く
有
価
証
券
報
告
書
提

出
済

（
乙
）h

ttp
s://ea

st -ja
p
a
n
.k
u
rita
.co
.jp
/

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
中
野
区
中
野
四
丁
目
一
〇
番
一
号

（
甲
）
栗
田
工
業
株
式
会
社

取
締
役

代
表
執
行
役
社
長

江
尻

裕
彦

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
一
番
六
号

（
乙
）
ク
リ
タ
東
日
本
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

井
上

真





令和年月日 金曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
旅
館
事
業
（
こ

れ
に
関
連
す
る
一
切
の
事
業
を
含
む
）
に
関
す
る
権
利
義

務
を
承
継
し
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん

（
乙
）
掲
載
紙

宮
古
毎
日
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

掲
載
頁

八
頁

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
二
丁
目
四
三
番
五

二
〇

一
号

（
甲
）
株
式
会
社
バ
ー
デ
ン
家
壮
鳳

代
表
取
締
役

厚
海
智
一
朗

宮
城
県
刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
新
地
東
裏

山
四
三
番
地
の
一

（
乙
）
株
式
会
社
二
幸

代
表
取
締
役

佐
藤

幸
則

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
吸
収
分
割
に
よ
り
野
村
不
動
産
パ
ー
ト

ナ
ー
ズ
株
式
会
社
（
乙
、
住
所
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
一

丁
目
二
六
番
二
号
）
の
ｅ
ｎ
ｅ
ｃ
ｏ
Ｑ
事
業
そ
の
他
高
圧

一
括
受
電
サ
ー
ビ
ス
事
業
及
び
太
陽
光
設
備
に
係
る
事
業

に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
一
日

掲
載
頁

九
十
五
頁
（
号
外
第
一
六
〇
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
八
日

掲
載
頁

一
〇
九
頁
（
号
外
第
一
三
五
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
港
区
愛
宕
二
丁
目
五
番
一
号

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ッ
ト
・
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

濵
西

豊

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
乙
は
甲
の
計
量
証
明
事
業

及
び
環
境
測
定
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
甲
は

そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

掲
載
頁

四
頁

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
七
年
八
月
一
日

名
古
屋
市
中
村
区
太
閤
四
丁
目
二
番
八
号

（
甲
）
フ
ジ
ヨ
シ
水
処
理
技
術
研
究
所
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

靖
始

名
古
屋
市
中
村
区
太
閤
四
丁
目
二
番
八
号

（
乙
）
藤
吉
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

靖
始

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
事
業
の
一
部
で

あ
る
リ
ネ
ン
サ
プ
ラ
イ
事
業
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
事
業
及
び

貨
物
運
送
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ

を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
甲
及
び

乙
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日

掲
載
頁

九
十
三
頁
（
号
外
第
一
四
四
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

大
阪
府
大
阪
市
北
区
堂
島
一
丁
目
一
番
五
号

（
甲
）
株
式
会
社
ザ
イ
マ
ッ
ク
ス
カ
レ
ス
関
西

代
表
取
締
役

中
道

大
輔

三
重
県
津
市
あ
の
つ
台
一
丁
目
一
番
地
一

（
乙
）
株
式
会
社
ザ
イ
マ
ッ
ク
ス
カ
レ
ス

代
表
取
締
役

中
道

大
輔

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
機
能
樹
脂
事
業

に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
四
日

掲
載
頁

六
十
三
頁
（
号
外
第
一
五
四
号
）

（
乙
）h

ttp
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w
w
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令
和
七
年
八
月
一
日

大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
一
三
番
一
号
大
阪
梅
田

ツ
イ
ン
タ
ワ
ー
ズ
・
サ
ウ
ス

（
甲
）
東
洋
紡
エ
ム
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

森
重
地
加
男

大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
一
三
番
一
号

（
乙
）
東
洋
紡
Ｓ
Ｔ
Ｃ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

奥
田

有
史

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
Ｇ
ｔ

ａ
ｘ
（
住
所
東
京
都
港
区
六
本
木
五
丁
目
二
番
一
号
ほ
う

ら
い
や
ビ
ル
四
Ｆ
四
〇
二
号
）
に
対
し
て
当
社
の
Ｇ
ｔ
ａ

ｘ
運
営
事
業
及
び
Ｇ
ｕ
ａ
ｒ
ｄ
ｉ
ａ
ｎ
運
営
事
業
に
関
す

る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
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.secu

re.freee.co
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令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
港
区
六
本
木
五
丁
目
二
番
一
号
ほ
う
ら
い

や
ビ
ル
四
Ｆ
四
〇
二
号

株
式
会
社
Ａ
ｅ
ｒ
ｉ
ａ
ｌ

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
ｎ
ｅ
ｒ
ｓ

代
表
取
締
役

オ
ー
ド
リ
ー
・
ニ
ー
セ
ン

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ほ
し
い
も
の
百
貨
つ

く
ば
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

茨
城
県
高
萩
市
上
手
綱
一
八
七
一
番
地
の
一

ゴ
ー
ル
ド
デ
ザ
イ
ン
合
同
会
社

代
表
社
員

杉
山

彰
啓

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
二
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ｙ
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

栃
木
県
足
利
市
伊
勢
町
二
丁
目
九
番
地
三
〇

Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ｙ
合
同
会
社

代
表
社
員

フ
ァ
ン
・
テ
ィ
・
タ
イ
ン
・
グ

ェ
ト

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
五
日
で
あ
り
、

組
織
変
更
後
の
商
号
は
海
坊
主
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
台
東
区
下
谷
一
丁
目
一
三
番
二
号

合
同
会
社
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｚ
Ｏ
Ｎ
Ｅ

代
表
社
員

劉

紋

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
タ
シ
ロ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

新
潟
県
阿
賀
野
市
下
条
町
二
番
三
八
号

合
資
会
社
タ
シ
ロ

代
表
社
員

田
代

峯
夫

組
織
変
更
公
告

当
組
合
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
は
主
た
る

事
務
所
に
備
え
置
い
て
あ
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

静
岡
県
菊
川
市
神
尾
一
二
四
八
番
地
の
一

神
尾
金
上
茶
農
業
協
同
組
合

代
表
理
事

横
山

一
世

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
児
玉
仏
具
店
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

名
古
屋
市
中
区
橘
一
丁
目
一
六
番
三
一
号

合
資
会
社
児
玉
仏
具
店

代
表
社
員

児
玉

豊
樹
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令和年月日 金曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
四
丁
目
２
４
番
５

号
第
２
森
ビ
ル
４
０
１

Ｓ
Ｔ
Ｕ
Ｔ
Ｓ
合
同
会
社

代
表
社
員

菜
切

翔

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

名
古
屋
市
熱
田
区
千
年
二
丁
目
一
七
番
二
二
号

合
資
会
社
田
口
ヂ
ー
ゼ
ル
自
動
車
修
理
工
場

代
表
社
員

田
口

道
行

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
十
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
飫
肥
小
玉
醸
造
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

宮
崎
県
日
南
市
飫
肥
八
丁
目
一
番
八
号

小
玉
醸
造
合
同
会
社

代
表
社
員

金
丸

一
夫

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
二
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
令
和
七
年
六
月
三
十
日
に
終
了
し
て
お
り
ま

す
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
一
日

岩
手
県
遠
野
市
青
笹
町
糠
前
九
地
割
四
番
地
四

有
限
会
社
荒
川
産
業

代
表
取
締
役

荒
川

昭
子

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
億
四
千
九
百
七
十
五
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
四
〇
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
文
京
区
本
郷
六
丁
目
二
五
番
一
四
号
宗
文

館
ビ
ル
三
階

株
式
会
社
先
端
技
術
共
創
機
構

代
表
取
締
役

川
上

登
福

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
七
千
四
百
万
円
減
少
し

二
百
四
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
な
お
、

六
十
万
円
は
資
本
準
備
金
と
い
た
し
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
一
〇
頁
（
号
外
第
一
六
九
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
三
号
丸
の

内
ト
ラ
ス
ト
タ
ワ
ー
本
館
二
〇
階

株
式
会
社
Ｙ
ｅ
ｘ
ｔ

代
表
取
締
役

ホ
ー
・
シ
ク
・
シ
ン

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
五
千
九
十
二
万
九
千
三

百
二
十
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.p
p
lc.co

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
文
京
区
本
郷
七
丁
目
三
番
地
一
号

ヒ
ラ
ソ
ル
・
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

李

旻

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
四
百
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
二
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
令
和
七
年
七
月
二
十
五
日
に
終
了
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
一
日

川
崎
市
麻
生
区
栗
平
二
丁
目
一
四
番
一
三
号

有
限
会
社
メ
イ
プ
ル
商
事

代
表
取
締
役

神
嶋

威

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
二
百
万
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
六
日

掲
載
頁

六
十
二
頁
（
号
外
第
一
三
二
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

新
潟
市
中
央
区
東
堀
前
通
五
番
町
四
〇
九
番
地
一

あ
ぽ
ろ
ん
株
式
会
社

代
表
取
締
役

本
間

洋
一

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
百
万
円
減
少
し
六
百
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
三
十
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
七
月
三
十
日
に
終
了
し
て

お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
一
日

岐
阜
県
飛
驒
市
古
川
町
数
河
八
六
三
番
地

株
式
会
社
佐
藤
兵
衛
商
事

代
表
取
締
役

山
村

悟
史

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
五
千
万
円
減
少
し
一
億

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
一
日

愛
知
県
碧
南
市
半
崎
町
五
丁
目
五
八
番
地
三

株
式
会
社
地
域
創
生
＆
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ

代
表
取
締
役

鈴
木

康
仁

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
三
万
七
千
五
百
円
減
少

し
三
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
九
日

掲
載
頁

八
十
九
頁
（
号
外
第
一
五
七
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

京
都
市
南
区
久
世
築
山
町
三
七
八
番
地
五

サ
ン
コ
ー
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
本

健
次

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
九
日

掲
載
頁

七
十
頁
（
号
外
第
一
五
七
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

大
阪
市
生
野
区
鶴
橋
二
丁
目
五
番
一
八
号

浜
弥
鰹
節
株
式
会
社

代
表
取
締
役

木
村

忠
司

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
八
千
万
円
減
少
し
一
億

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
に
終
了
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
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k
u
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.jp

令
和
七
年
八
月
一
日

兵
庫
県
小
野
市
住
吉
町
南
山
一
〇
八
一
番
地

ト
ク
セ
ン
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

金
井

宏
輔





令和年月日 金曜日 第号官 報

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
三
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

愛
知
県
岡
崎
市
滝
町
字
長
坂
九
五
番
地
五

株
式
会
社
岡
崎
土
質
試
験
所

代
表
取
締
役

鶴
田

正
己

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

新
潟
県
糸
魚
川
市
大
字
田
海
五
五
七
五
番
地

株
式
会
社
上
窪
工
務
店

代
表
取
締
役

藤

嘉
安

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

川
崎
市
多
摩
区
東
生
田
一
丁
目
一
五
番
一
八
号

株
式
会
社
リ
ー
ド
マ
ネ
ジ
ン
グ
オ
フ
ィ
ス

代
表
取
締
役

早
川

博
典

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

神
奈
川
県
横
須
賀
市
森
崎
一
丁
目
五
番
二
四
号
湘

南
菱
油
（
株
）
本
社
ビ
ル
四
階明

伸
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

梯

憲
男

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
四
丁
目
三
番
一
〇
号

日
本
橋
銀
三
ビ
ル

株
式
会
社
サ
イ
モ
ン
ズ

代
表
取
締
役

斉
川

満

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

茨
城
県
下
妻
市
比
毛
二
九
番
地塚

田
建
材
株
式
会
社

代
表
取
締
役

塚
田

隆

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

北
海
道
伊
達
市
長
和
町
一
九
七
番
地
六

株
式
会
社
東
浜
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
業
所

代
表
取
締
役

後
藤

寛

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
十
九
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
後
一
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

そ
の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
一
〇
〇
株
と
す
る
株
式
分
割

に
よ
り
株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

北
海
道
北
広
島
市
栄
町
一
丁
目
五
二
番

株
式
会
社
Ｓ
Ｑ
Ｕ
Ｅ
Ｅ
Ｚ
Ｅ

代
表
取
締
役

舘
林

真
一

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
普
通
株
式
の
発
行
に
よ
り
、
資
本
金
及
び
資

本
準
備
金
の
額
が
そ
れ
ぞ
れ
十
四
億
一
千
八
百
六
十
四
万

円
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
資
本
金
の
額
を
十
四

億
一
千
八
百
六
十
四
万
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
四
億

一
千
八
百
六
十
四
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日

掲
載
頁

三
頁

令
和
七
年
八
月
一
日

兵
庫
県
宝
塚
市
安
倉
中
二
丁
目
四
番
八
号

株
式
会
社
シ
ン
リ
ュ
ウ

代
表
取
締
役

新
井

龍
昇

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
千
万
円
減
少
し
五
百
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
一
日

岡
山
市
北
区
津
高
一
四
四
四
番
地
の
二
〇
一

有
限
会
社
ク
リ
エ
イ
ト
ト
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ワ
ン

代
表
取
締
役

持
田

友
紀

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
五
十
三
万
四
千
八
百
五

十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
十
五
日
で
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
三
日

掲
載
頁

三
〇
〇
頁
（
号
外
第
一
六
八
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
七
番
一
号

共
栄
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

矢
吹

克
明

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
四
十
億
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
月
十
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
五
丁
目
一
七
番
一
八
号

株
式
会
社
保
険
見
直
し
本
舗
グ
ル
ー
プ

代
表
取
締
役

臼
井

朋
貴

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
千
四
百
万
円
、
資
本
準
備

金
の
額
を
四
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
三
日

掲
載
頁

二
九
三
頁
（
号
外
第
一
六
八
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
港
区
海
岸
三
丁
目
二
番
一
二
号

株
式
会
社
コ
ー
ヒ
ー
ハ
ン
タ
ー
ズ

代
表
取
締
役

川
島

良
彰

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
四
六
四
五
万
四
〇
四
七

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
億
四
六
四
五
万
四
〇
四
六
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
一
月
三
十
日

掲
載
頁

五
十
六
頁
（
号
外
第
十
八
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
品
川
区
東
五
反
田
三
丁
目
二
〇
番
一
四
号

住
友
不
動
産
高
輪
パ
ー
ク
タ
ワ
ー
八
階

メ
ト
ロ
エ
ン
ジ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
中

良
介

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
七
千
五
百
万
円
、
資
本

準
備
金
の
額
を
二
億
五
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

掲
載
頁

五
十
七
頁
（
号
外
第
一
四
三
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

名
古
屋
市
中
区
錦
三
丁
目
六
番
二
九
号

興
寿
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
本

圭





農
林
債
の
元
利
金
お
支
払
い
終
了
の
お
知
ら
せ

農
林
中
央
金
庫
に
て
発
行
し
ま
し
た
農
林
債
（
ワ

リ
ノ
ー
・
リ
ツ
ノ
ー
）
は
、
す
べ
て
の
元
金
と
利
子

（
以
下
「
元
利
金
」）の
支
払
に
関
す
る
消
滅
時
効
の

期
限
が
到
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
元
利
金
の
お
支

払
い
を
令
和
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
※
現
在
、
発
行
し
て
い
る
農
林
債
に

は
、
外
貨
建
て
農
林
債
と
確
定
拠
出
年
金
専
用
債
の

二
種
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の
対
象
債
券
は
、
あ
く

ま
で
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
る
ワ
リ
ノ
ー
・
リ
ツ

ノ
ー
（
第
二
七
八
回
ま
で
の
保
護
預
り
、
登
録
債
を

含
む
）
に
限
ら
れ
ま
す
。
※
本
お
知
ら
せ
は
、
民
法

第
一
五
二
条
（
承
認
に
よ
る
時
効
の
更
新
）
に
定
め

る
権
利
の
承
認
を
行
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
二
番
一
号

農
林
中
央
金
庫

代
表
理
事
理
事
長

北
林

太
郎

令和年月日 金曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

神
戸
市
長
田
区
大
橋
町
二
丁
目
一
番
三
四
号

マ
ロ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

兎
田

朗
彦

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
二
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

山
口
県
萩
市
大
字
土
原
三
八
三
番
地
の
五

マ
ル
ケ
ー
萩
貨
物
自
動
車
株
式
会
社

代
表
取
締
役

黒
瀬

秀
俊

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
髙
裕
理

が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
文
京
区
千
駄
木
一
丁
目
二
二
番
八
号

株
式
会
社
パ
ウ
カ
ン
パ
ニ
ー

日
本
に
お
け
る
代
表
者

髙

裕
理

破
産
手
続
開
始
申
立
て
の
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
六
月
十
九
日
に
解
散
し
清
算
中

で
す
が
、
当
法
人
の
財
産
が
そ
の
債
務
を
完
済
す
る
の
に

足
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
た
め
、
令
和
七
年
七

月
十
日
神
戸
地
方
裁
判
所
龍
野
支
部
に
破
産
手
続
開
始
の

申
立
て
を
行
い
ま
し
た
の
で
、
医
療
法
第
五
十
六
条
の
十

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

兵
庫
県
た
つ
の
市
新
宮
町
井
野
原
五
三
一
番
地
の
二

医
療
法
人
社
団
景
珠
会

清
算
人

八
重
垣
千
珠
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
十
三
億
円
減
少
し
六

十
四
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

掲
載
頁

一
一
六
頁
（
号
外
第
七
十
二
号
）

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
一
番
六
号

グ
リ
ー
ン
ア
セ
ッ
ト
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
特
定

目
的
会
社

取
締
役

石
本

忠
次

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
七
千
七
百
六
十
五
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0058/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ジ
ー
・
エ
イ
・
ワ
ン
・
レ
ジ
デ
ン
ス
・
ツ
ー
特

定
目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

法
彦

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
五
千
百
三
十
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0039/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ジ
ー
・
ジ
ェ
イ
・
レ
ジ
デ
ン
ス
・
フ
ォ
ー
特
定

目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

法
彦

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
千
九
十
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
a
ik
ei -h
o
m
e.co
m
/a
x
ess/0045/

in
d
ex
.h
tm
l

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
九
番
一
〇
号
ア
ー
ク

ヒ
ル
ズ
仙
石
山
森
タ
ワ
ー
四
〇
階

ジ
ー
・
ジ
ェ
イ
・
レ
ジ
デ
ン
ス
・
ナ
イ
ン
特
定

目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

法
彦

任
意
清
算
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
十
日
を
も
っ
て
解
散
し
、
会

社
法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
社
員
の
同

意
に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法
に
従
い
清
算
を
い

た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に
異
議
の
あ
る
債
権

者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
五
丁
目
一
番
五
号

sa
fera
y
G
ifu
3H
o
ld
in
g 合
資
会
社

代
表
社
員

マ
ル
コ
・
シ
ュ
ル
ツ





正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

三
七
上

二
二

四
一
〃

七


港
湾
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
七

年
法
律
第
二
十

五
号
）

港
湾
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
七

年
法
律
第

号
）

四
一
上
一
一
〜
一
二
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ

ン
等
の
管
理
及
び

再
生
の
円
滑
化
等

を
図
る
た
め
の
建

物
の
区
分
所
有
等

に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
七

年
法
律
第

号
）

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ

ン
等
の
管
理
及
び

再
生
の
円
滑
化
等

を
図
る
た
め
の
建

物
の
区
分
所
有
等

に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
七

年
法
律
第
四
十
七

号
）

と
な
っ
た
。

一
一
六
上
一
四
〜
一
五
食
品
等
の
流
通
の

合
理
化
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
及
び
卸
売

市
場
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

号
）

食
品
等
の
流
通
の

合
理
化
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
及
び
卸
売

市
場
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

六
十
九
号
）

と
な
っ
た
。

終
り
か
ら

一
四
九
上
一
六
〜
一
四

一
五
三
下
一
九
〜
二
一


日
本
国
の
自
衛

隊
と
我
が
国
以

外
の
締
約
国
の

軍
隊
と
の
間
に

お
け
る
相
互
の

ア
ク
セ
ス
及
び

協
力
の
円
滑
化

に
関
す
る
日
本

国
と
我
が
国
以

外
の
締
約
国
と

の
間
の
協
定
の

実
施
に
関
す
る

法
律
（
令
和
七

年
法
律
第
二
十

六
号
）

日
本
国
の
自
衛

隊
と
我
が
国
以

外
の
締
約
国
の

軍
隊
と
の
間
に

お
け
る
相
互
の

ア
ク
セ
ス
及
び

協
力
の
円
滑
化

に
関
す
る
日
本

国
と
我
が
国
以

外
の
締
約
国
と

の
間
の
協
定
の

実
施
に
関
す
る

法
律
（
令
和
七

年
法
律
第

号
）

一
五
三
下
二
二
〜
二
三
港
湾
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
七
年
法
律

第

号
）

港
湾
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
七
年
法
律

第
二
十
五
号
）

と
な
っ
た
。終

り
か
ら

一
九
九
下
二
〜
一
食
品
等
の
流
通
の

合
理
化
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
及
び
卸
売

市
場
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

号
）

食
品
等
の
流
通
の

合
理
化
及
び
取
引

の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
及
び
卸
売

市
場
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

六
十
九
号
）

と
な
っ
た
。

一
一
下
二
〇
〜
二
一
情
報
通
信
技
術
の

進
展
等
に
対
応
す

る
た
め
の
刑
事
訴

訟
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

号

情
報
通
信
技
術
の

進
展
等
に
対
応
す

る
た
め
の
刑
事
訴

訟
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

三
十
九
号

と
な
っ
た
。

三
二
下
七
〜
八
公
立
の
義
務
教
育

諸
学
校
等
の
教
育

職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
特
別
措
置

法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第

号
）

公
立
の
義
務
教
育

諸
学
校
等
の
教
育

職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
特
別
措
置

法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令

和
七
年
法
律
第
六

十
八
号
）

と
な
っ
た
。

一
五
下
一
三
〜
一
四
重
要
電
子
計
算
機

に
対
す
る
不
正
な

行
為
に
よ
る
被
害

の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法

律
第

号

重
要
電
子
計
算
機

に
対
す
る
不
正
な

行
為
に
よ
る
被
害

の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
伴

う
関
係
法
律
の
整

備
等
に
関
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法

律
第
四
十
三
号

と
な
っ
た
。

四
九
下
一
六
〜
一
七
円
滑
な
事
業
再
生

を
図
る
た
め
の
事

業
者
の
金
融
機
関

等
に
対
す
る
債
務

の
調
整
の
手
続
等

に
関
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

号
）

円
滑
な
事
業
再
生

を
図
る
た
め
の
事

業
者
の
金
融
機
関

等
に
対
す
る
債
務

の
調
整
の
手
続
等

に
関
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第

六
十
七
号
）

と
な
っ
た
。

内
閣
官
房
官
報
報
告
主
任

令和年月日 金曜日 第号官 報

取
消
公
告

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日
掲
載
の
当
社
の
準
備
金
の
額

の
減
少
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
五
丁
目
一
七
番
一
八
号

株
式
会
社
保
険
見
直
し
本
舗
グ
ル
ー
プ

代
表
取
締
役

臼
井

朋
貴

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
法

律
第
七
号
地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
は
、
同
年
四
月
二
十
三

日
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

と
、
同
年
五
月
三
十
日
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及

び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ

り
同
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
法
律
第

十
三
号
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
は
、
同
年

六
月
十
八
日
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の
適
正

化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
政
令
第

百
十
九
号
地
方
税
法
施
行
令
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町

村
交
付
金
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
は
、
同
年

四
月
二
十
三
日
日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約

国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力

の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
と

の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

と
、
同
年
四
月
二
十
三
日
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
政
令
第

百
二
十
七
号
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
は
、
同
年
六
月
十
八
日
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化

及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
四
月
二
十
三
日
（
号
外
第
九
十
一
号
）
公
布
法
律

第
二
十
六
号
日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国

の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の

円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
と
の

間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
は
、
同
年
五
月
二
十
三

日
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る
た
め
の
刑
事
訴

訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
四
月
二
十
五
日
（
号
外
第
九
十
三
号
）
公
布
法
律

第
二
十
九
号
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

は
、
同
年
六
月
十
八
日
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教

育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
五
月
十
四
日
（
号
外
第
百
六
号
）
公
布
法
律
第
三

十
号
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
別
会
計
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
は
、
同
年
五
月
二

十
三
日
重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行
為
に
よ
る

被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の

整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

同
年
六
月
六
日
（
号
外
第
百
二
十
五
号
）
公
布
法
律
第

五
十
七
号
譲
渡
担
保
契
約
及
び
所
有
権
留
保
契
約
に
関
す

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
は
、
同
年
六
月
十
三
日
円
滑
な
事
業
再
生
を
図
る
た
め

の
事
業
者
の
金
融
機
関
等
に
対
す
る
債
務
の
調
整
の
手
続

等
に
関
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
の
う
ち
四
千
七
百
六
十
万

口
を
消
却
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優

先
出
資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和

七
年
九
月
二
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ャ
パ
ン
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
億
円
減
少
し
、
優

先
出
資
二
億
口
を
一
口
に
つ
き
金
一
円
を
も
っ
て
有
償
消

却
し
、
消
却
に
要
す
る
金
額
を
金
二
億
円
と
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.to
k
y
o
sp
c.co
.jp
/k
o
u
k
o
k
u
/g
ljree

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
一
七
番
五
号

Ｇ
Ｌ

Ｊ
Ｒ
Ｅ

Ｅ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

金
谷

正
文

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
四
千
七
百
六
十
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
八
月
一
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ャ
パ
ン
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
基
金
は
、
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七
年
七
月
一
日
解
散
の
認
可
が

あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有

す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
七
月
二
十

五
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し

ま
す
。

令
和
七
年
八
月
一
日

千
葉
県
市
川
市
行
徳
駅
前
三
丁
目
九
番
一
九
号
三

〇
六
号
室

日
鉄
物
流
企
業
年
金
基
金

清
算
人

別
所

靖
明


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